


〈表紙切絵 〉 芹田騎郎の作

「モノレールJ

小倉の街々にこだました祇園太鼓の音が消えて、入道雲が青空

にむくむくとわき上がる乙ろになると、アドベンチャープーノレiζ

急ぐ子どもたちの歓喜の声を満車にしてモノレールが走る。

街の中を鉄とコンクリ ート の巨大な軌道が無遠慮R:構築される

と、周辺の景観を圧してなじまなかったが、都市高速が縦横に走

る今日では違和感もなくなり 、むしろたくましい都市の象徴であ

るかのようになった。

21世紀の新しい都市の風景かも知れない。

※原画はカラーです。
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第35回 福岡県公民館大会に寄せて

福岡県公民館連合会会長鑓 水 速 太

本日、乙乙 IC、県内各地から関係者多数の参加を得て、第35回福岡県公民館大

会を盛大IC開催できますことは、ひとえに関係者各位の御尽力と御協力の賜であ

り、深く感謝申し上げます。

さて、近年の急激な社会の変化IC対応する教育制度の改革をめざす臨時教育審

議会から、本年 4月に「教育改革に関する第三次答申」が出され、個性重視の原

則と生涯学習体系への移行を基本理念とする考え方にたって、学校・社会を通じ

る各般の重要課題について具体的な改革提言がなされました。特に、 「生涯学習

の基盤整備」のなかの 「生涯学習を進めるまちづくりJの項目では、社会教育関

係者が永年にわたって研究し、実践してきた成果及び理念が評価され、 ζれから

の社会教育の方向及び公民館のあり方等が具体的に示唆されたものといえます。

一方、福岡県教育委員会では、すでに、 「福岡県生涯教育推進会議」の中で本

県生涯教育の基本構想を策定すべく具体的な検討が進められており、本年 9月と

2月には、 「福岡県生涯教育推進公開セミナーjが実施されると聞き及んでおり

ます。

しかしながら、これからの生涯学習の基盤を形成し、地域の特性を生かした魅

力的で、活力のある地域づくりを進めていくのは何といっても市町村であり、そ

の中心的な拠点は公民館であります。

乙の意味からも、本大会は、昨年度から「生涯学習を推進する公民館の役割・

機能を考える」をテーマiζ、地域住民の学習ニーズK応える学習機会の拡充、学

習情報の提供、学習相談体制の確立等について研究協議を深めてまいりました。

本年度も、昨年lζ引き続き同じテー 7 で更に研究協議を深め、生涯学習に対応

した乙れからの公民館のあり方について討議していただく ζ とにいたしました。

皆様方の熱意ある討議を切に期待しております。

おわりに、本大会の開催を快くお引き受けいただいたばかりでなく、終始熱心

に御協力を賜りました地元北九州市の関係者の皆様l己、心から感謝の意を表しま

してどあいさ つといたします。
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第35回 福岡県公民館大会開催要項

1 趣 旨

今日の社会の変化に対応する教育のあり方として、生涯教育が提唱され、社会教育の分野でも

生涯教育の視点に立った推進が強く求められている。なかでも社会教育の中心施設である公民館

は、人びとが生涯にわたり学習していく拠点となるべき施設として重要視されてきている。

乙のような中にあって、公民館が地域社会における人びとの学習要求に応えるための拠点とし

て、また地域づくりのための拠点としての役割・機能を十分備え待つ乙とは、これからの社会教

育の振興にとって大きな課題である。

そ乙で、県下の公民館関係者が一堂に会し、生涯学習を推進する公民館の役割・機能について

討議を深め、もって乙れからの公民館の振興・発展に資する。

2 大会テーマ

「生涯学習を推進する公民館の役割・機能を考えるJ

3 主催

福岡県公民館連合会、福岡県教育委員会、北九州市教育委員会

4 後 援

福岡県、北九州市、福岡県市長会、福岡県町村会、福岡県市町村教育委員会連絡協議会、福岡

県社会教育委員連絡協議会、福岡県視聴覚教育協会、福岡県青少年問題協議会、福岡県 PTA連

合会、北九州市 PTA協議会、福岡県郡市婦人会連絡協議会、北九州市婦人団体協議会、福岡県

青年団協議会、福岡県子ども会連合会、福岡県明るい選挙推進協議会、福岡県貯蓄推進委員会

5 期 日昭 和 62年 8月6日(木)

6 会 場 北九州市立小倉市民会館(主会場)ほか

7 多加者約 1，200名

公民館利用者、自治(町内)公民館関係者、社会教育委員、公民館運営審議会委員、地方行政

関係者、公民館職員
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8 日程

9 : 15 - 10:∞ 
10 :∞-10: 45 

10 : 45 - 12:ω 

12 :∞-12: 05 

12 : 05 - 13:∞ 
13 :∞-15: 30 

15 : 30 

受 付

大会式典

開会の乙とば 福岡県公民館連合会副会長

主催者あいさつ 福岡県公民館連合会会長

福岡県教育委員会教育長

北九州市教育委員会教育長

来 賓 祝 辞 福岡県知事

北九州市長

表 彰 式

日 程 説 明

記念 講 演

演題 r~豊かな心を育てる地域社会の役割」

講師:南小倉病院長 矢内伸夫氏

次期開催地(福岡地区)代表あいさつ

昼食・移動

分科会

閉 会

-世肉勾-陵町単向句単向勾申肉増山町伯尚句甲山・抽出向向内相向単肉増世向噌山田町四階世向叫が験-・柏山崎・軒町

分科会場

全体 会場

会場 一 覧

分科会 施 設 名

小倉市民会館ホール

小倉北中央公民館ホーJレ

ひ び き荘会議室
(公立学校共済組合値段〉

ひびき 荘会 議室
{公立学校共済組合施投〕

ひ び き荘会議室
{公立学校共済組合施段)

市庁舎大集会室

市第二庁舎大会議室

小 倉 市 民会館ホール
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9 分科会の構成

分科会 討 議 の ア て7 助 三口= 者

学習機会提供の拠点としての公民館のあり方を考える
県教育庁指導第二部

社会教育課

1 -学習機会拡充のための学級・講座のあり方について 社会教育主事

-学習者のニーズに応える学習機会と場の開発について

古賀維里

県教育庁指導第二部
学習情報提供・学習相談の拠点としての公民館のあり方を考える 社会教育課

2 -住民の学習に応える情報の収集と提供について 社会教育主事

-住民の学習に応える学習相談体制について
小野敏弘

県教育庁指導第二部

学習活動を結ぶ拠点としての公民館のあり方を考える 社会教育課

3 -地域の学習グループ ・団体等の相互連携について 社会教育主事

-地域の学習活動推進のための連絡調整機能について
野見山寿雄

コミュニティ活動を推進する拠点としての公民館のあり方を考え 北九州市教育委員会

る 社会教育主事

4 -地域づくりのためのリ ーダー養成とボランティア活動について

-コ ミュ ニティづくりのためのプログラムの創造と実践について

延吉照安

同和教育を推進する公民館のあり方を考える
前北九州市教育委員

会

5 -同和教育推進のための地域指導者の養成について 同和教育指導員

-同和教育推進のための啓発活動について

井上重人

市
県立英彦山青年の家

所長

6 

部 学習 ・交流の場としての自治公民館のあり方を考える

-地域課題解決のための相互学習のあり方について
原因修次

-地域住民の積極的な参加を促進する情報交換・交流のあ

町 り方について 福岡県公民館連合会

副会長

7 村

部
西尾隆庚
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司 会 者 事例発表者 記 録 者 会場責任者

庄内町派遣 飯塚市教育委員会 北九州市立 北九州市立

社会教育主事 社会教育係長 風師公民館長 門司中央公民館

公民館係長

正平辰男 原 一 久 佐座 幹 服部芙美雄

県教育庁 直方市中央公民館 北九州市立 北九州市立

北九州教育事務所 係長 白銀公民館長 小倉北中央公民館

社会教育課長 公民館係長

中 村義 隆 牧 紘一郎 吉 岡 真一 鐙谷七三雄

県教育庁 筑紫野市中央公民館 北九州市立 北九州市立

福岡教育事務所 館長 吉田公民館 小倉南中央公民館

主任社会教育主事 公民館係長

安河内輿二 加藤直行 宝 一 雄 中 勇

福岡市教育委員会 北九州市立 北九州市立 北九州市立

社会教育課 南小倉公民館長 若松中央公民館 若松中央公民館

社会教育主事 公民館係長

森 川 実 山田誠之助 山 田 輝 忠 大 江 利 憲、

県教育庁 北九州市立 北九州市立 北九州市立

京築教育事務所 香月公民館長 八幡大谷公民館長 八幡東中央公民館

主任社会教育主事 公民館係長

百留隆男 中 島 正 信 山 崎義生 渡漫寅雄

県教育庁 大牟岡市中央公民館 北九州市立 北九州市立

南筑後教育事務所 主査 陣山公民館 八幡西中央公民館

主任社会教育主事 公民館係長

町 田光弘 山岡 博明 後藤信義 安永敏広

北野町派遣 大万洗町富多分館 北九州市立 北九州市立

社会教育主事 戸畑中央公民館 戸畑大谷公民館

館長

帆 足徳男 中 島 恒 樹 加藤恒子 畝沖清三
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昭和62年度 公民館優良役職員表彰一覧

公民館の役臓員として、地続の公民館活

動の振興に顕著な功績があったもの。

・公立公民館職員

勤続 10年以上

-自治(町内)公民館長 ・主事

勤続 5年以上

-公民館運営審議会委員

勤続 5年以上

石 橋 公 男

福岡市東区

滅浜公民館 畏

l 事業の運営にあたっては、事前にアンケ ー

卜調査を実施し、住民の学習要求に応える事

業の展開を図っている。

2 各種団体の育成!(尽力した。

武田英夫

福岡市南区

東花畑公民館畏

1. 高齢者学級の運営にあたっては、運営委員

会を組織して、学級生による自主運営を行う

など高齢者教育!(尽力した。

2 福岡市公民館長会の理事として、市の公民

館活動の発展に寄与した。

..可
(忠良 l

笠

福岡市線南区

減南公民館長

進

l 昨年度新設した父親学級では参加者の自主

性を十分!(生か した運営を図り、大きな成果を

上げた。

2 町別研修会を実施し、問和問題の解決に積

極的lζ取り組んだ。

柴田贋吉

福岡市早良区

有国公民館長

1. 人権尊重の精神を基盤にすえた公民館運営

!(努め、差別のない地域づくりに尽力した。

2 多彩な学級 ・講座の展開を図り 、地域住民

の学習意欲の高錫に尽力した。

山 岡 博 明

大牟田市

大牟田市中央公民館主査

1 婦人教育、高齢者教育事業等の斬新な運営

を図り 、自主学習グループの組織化と育成K

尽力した。

2 地区公民館図書室の整備、充実に努め、公

民館における図書活動の促進!(寄与した。

－ 6 －



緒方ミツ子

柳川市

東宮永公民館主事補

1. 婦人学級、家庭教育学級の運営に積極的に

参画し、婦人の学習活動の指導、運営に貢献

した。

2. 地区住民の コミュニケーションと健康づく

りに尽力した。

安枝信

豊 前 市

字島公民館

運営審議会委員長

l 公民館長及び運営審議会委員長として、施

設の整備充実に貢献した。

2. 各種団体の育成指導lζ努力し、地域の社会

教育の振興に尽力した。

東 武志

中間市

中間市中央公民館

運営審議会委員

1. 中央公民館運営の基盤の確立に尽力 した。

2 青少年市民育成会議の副会長として青少年

問題に積極的に取り組んだ。

3 同和問題に関する啓発活動を地域公民館を

中心に展開し、その指導にあたった業績は大

である。

八尋七郎

古賀町

古賀町中央公民館長

1 生涯学習の場としての公民館事業の推進IL

寄与した。

2 人権学習の特設講座を開設等人権尊重を基

底にした公民館活動の展開に貢献した。

広門秀胤

宮 田 町

宮田町中央公民館

運営審議会委員

l 中央公民館の建設に貢献した。

2 公民館の連携 ・協力体制づくりを推進し、

自治公民館活動の充実・発展に尽力した。

大蔵美永

宝珠山村

宝珠山村公民館畏

1. コミュニティスポーツの推進IL努め、住民

の体力づくりに多大の貢献をした。

2 各種団体・グループの組織づくりに尽力 し、

連帯感のある地域づくりに寄与した。
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中 嶋 貞次

浮羽町

浮羽町公民館

運営審議会委員

1 公民館活動推進のため、指定分館、指定子

ども会を設置する等、活動の活性化を図った。

2 浮羽町芸能文化祭の運営に尽力し、住民の

芸能文化の発展に貢献した。

悶
宮崎文明

香春町

香春町中央公民館

運営審議会委員

l 高齢者の趣味を通して、健康保持と仲間づ

くりに尽力し、高齢者学級の地盤を築いた。

2 地区公民館、婦人団体等と連携をとりなが

ら青少年の健全育成に努め、大きな成果をあ

げた。

n 
g認
i先勝ー

奈女良 シヅカ

苅田町

苅田町中央公民館

事務職員

1 学級、講座、自主グループの合同作品展一

公民館まつりーを積極的に実施し、公民館を

住民のふれあいの場とした業績は大である。

矢野信義

新吉富村

新吉富村中央公民館長

1 村内に分館を建設し、公民館の条件整備に

貢献した。

2. 婦人会、青年団の組織の拡充に努め、活動

の活発化を図った業績は顕著である 。

寺坂友伸

北九州市門司区

小森江東校区公民館長

1. 公民館を中心IC地域指導委員会、子供会等

の活動を活発にする乙とにより、青少年の健

全育成に積極的に取り組んだ。

2 各種講座を開設し、地域住民の教養の向上

を図り、よりよい街づくりに貢献した。

松浦 豪

北九州市若松区

有毛公民館長

1. 地域住民のための公民館運営に尽力し、幅

広い公民館活動を展開した業績は大きい。

2 区公民館連合会の役員として、地区の公民

館活動の振興 ・発展IC寄与した。
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古賀春雄

久留米市

高良内校区公民館長

1. 気軽IL立ち寄れる公民館をめざし、各種学

級、文化、スポ ーツ活動の振興を図った。

2 住みよい高良内づくりのための住民組織を

っくり 、校区 コミュ ニティづくりに果した功

績は大きい。

田中 政敏

田川市

大薮公民館長

1. 健康モテツレ館として、地域住民の健康の増

進、ならびに体力の憎強に努めた。

2 校区公民館連絡協議会の役員として校区内

の公民館活動の振興 ・発展に寄与 した。

能間

直方市

茂

北校区公民館長

l 住民乙ぞって参加できるスポーツ大会等を

実施する乙とによって地域の活性化を図った。

2 地域の伝統行事の継承IC積極的に取り組み、

住民の連帯意識の高場に努めた。

中村一男

筑後市

筑後北校区公民館長

1 特に子ども会の育成に尽力し、県表彰、全

国表彰を受賞に導いた業績は大きい。

2. 校区内の公民館の連携と協力体制の推進lζ

尽力した。

熊 井 登 久 松

大 川 市

上野公民館長

1 ラジオ体操の普及による住民の健康づくり 、

クリ ークの清掃等による環境美化運動等を推

進する乙とにより住みよいまちづくりに尽力

した。

2. 青少年の健全育成に努力した。

原田豊弘

筑紫野市

筑紫野市小地区公民館連

絡協議会理事

1. 新旧住民の融和と親ぼくの場とした公民館

運営及び事業の推進IC貢献 した。

2 地区公民館の改築等、公民館の整備に尽力

した。
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井 口静 男

太宰府市

高雄地区公民館長

1 各種文化活動を積極的に推進し、地域の文

化の向上に寄与した。

2 地域の環境整備に努め、その指導にあたっ

た功績は顕著である。

舛添定男

遠賀町

若松公民館長

l 婦人及び高齢者を対象とした学習活動の推

進IC尽力した。

2 町内公民館連絡協議会の役員として、町公

民館活動 IC貢献した。

菊池新逮

減島町

浮島公民館長

1 地域の環境浄化運動にとりくみ、児童公園

の設置、植樹、クリークの清掃等成果をあげ

ている。

2 自治公民館の建設に尽力した。

森本正敏

金田町

金田町地区公民館

連絡協擁会長

1. 体育スポーツの普及と振興に努め、スポー

ツを通して青少年健全育成K尽力した。

2 地区公民館活動のj活性化に取り組み、その

業績は高く評価されている。

－ 10 －



昭和62年度優良公民館表彰一覧
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番 施 設

種別 市郡名 公民館名 所 在 地 館長名
建 物号 敷地面積
延面積

d d 

〒802
とくらひがし

小倉東公民館 北九州市小倉北区 永山 勝 1，551 677 

堺町包丁目 4-24 

ト一一 北 九 州市

公 〒805
まえた

2 前 回 公民館 北九州市八幡東区 清田 巽 875 704 

桃園 4丁目 1-1 

立

〒813
ちはや

3 千早公民館 福岡市東区千早 本郷 繁太郎 776 265 

3丁目 3-6

公 ト一一

干 812
ならや

4 福岡市 奈良屋公民館 福岡市博多区奈良 樋口 武之助 248 288 

屋町 1丁目 6

民

ト一一

〒810
おざさ

5 小笹公民館 福岡市中央区平和 合図良水 661 202 

館 5丁目 13-75

一
〒815

ちくしが象地通

6 筑紫丘公民館 福岡市南区筑紫丘 山 村謙一 598 267 

2丁目22-15
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状

構

鉄

4 

鉄

2 

木

平

鉄

2 

木

平

木

2 

況

設備の状況

造|建築年月日

16匁映写機

筋 スラ イ ド映写機

階 |ω 4 • 1 I電子コピー

講堂

筋 IS51・9・3
l 調理室

階 (改築)
和室 (2)

集会室 (3) 

講堂

造 IS43. 3 .31 I S43・3・31 和 室

屋 事務室

管理人室

集会室

筋 |S57331|和室

階 (改築) 会議室

事務室

講 堂

造 IS44. 3 .31 I S44・3・31 事務室

屋 管理人釜

講 堂

造 IS49. 9 • 25 1 S49・9・25 和 室

階 事務室

管理人室

推 薦 の 理 由

地域住民に関心の強い講座を実施するなど、住民

のニーズを重視し、すぐれた効果をあげている。

また、公民館だより 、講座案内等広報活動を活発

に行い利用者の増加に努めている。

地域における各種団体と連携を図りながら、さま

ざまな事業IC積極的に取り組んでいる。

特 lζ、青少年の健全育成IC力を注ぎ、地域が一体

となって明るい街づくりのために尽力している。

ふれあい竹とんぼづくり、親子ゲート ボール大会

等、親子が一緒になった事業及び地域ぐるみの活動

をすすめ、家庭と地域の教育機能の活性化と地域住

民の連得意識の高揚IC努めている。

小学校敷地内に公民館があるという利点を生かし

て、家庭教育学級をはじめ、学校教育と連携した社

会教育事業を多く実施し、成功している。

また、博多の伝統文化の保存に努め、地域住民の

コミュ ニテ ィの場としての役割を果たしている。

高齢者教育では、熟年学級を開設し、世代聞の交

流を図るなど学級運営IC工夫を加え、地域の連帯感

の醸成Ic努めている。

同和問題解決のための地域指導者の養成に積極的

に取り組んでいる。

住民の生活課題、地犠課題を的確にとらえた事業

を展開し、積極的で創意工夫を乙らした公民館経営

は南区における指導的な役割を果している。
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番 施 設

種別 市郡名 公民館名 所 在 地 館長名

建延面物積号 敷地面積

d d 

〒 814-01 
b、いくら

公 7 飯 倉 公 民 館 福岡市早良区飯倉 赤. 茂 518 280 

7丁目 29-27

立 福岡 市

〒814
うちはま

公 8 内浜公民館 福岡市西区小戸 久保山 秀雄 790 278 

4丁目 11-32

民

〒 838-11
みなぎ

館 9 甘木市 三奈木公民館 甘木市大字三奈木 大隈 茂 3，662 618 

4260 

〒801
まるやま

自 10 丸山公民館 北九州市門司区丸 金子守孝 325 149 

治
山 2丁目 4-3 

( 』一一一 北九州市

町
〒808

ひがし

内 11 東 25区公民館 北九州市若松区今 粟田末男 381 252 

) 光 2丁目 3ー 15

公

民
干 830

つぷくとうく

館 12 久 留 米市 津福校区公民館 久留米市津福今町 下川長也 1.l50 456 

472-31 
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設備の状況 推薦の理由

鉄

2 

講堂

学習室

S53・12・13I和室

事務室

管理人室

開館以来一賞して 「差別のない明るい住みよい町

づくり 」をモッ トーに公民館活動のあらゆる機会に

調和教育を位置づけている。なかでも飯倉地区社会

同和教育推進協議会の結成にあたっては、各機関、

団体の連携を図るのに大きな役割を果たした。

筋

階

鉄

2 

講堂

学習室

S54・8031 I和室

事務室

管理人室

住民の同和問題に対する正しい理解と認識を深め

るため、地域指導者を対象とした継続研修を積極的

に推進するとともに、識字学級の開設など、地区内

の住民の学習にもカを注いでいる。

筋

階

鉄

平

付
J
ゾ

一

室

テ

量

目

河

図

室

い

兼

習

「

室

室

室

実

ホ

話

修

座

理

大

談

研

講

調
nu 

qo 
n
J
 

M
 

n
b
 

「三奈木みなよい町つくろう」の合言葉のもとに

地域ぐるみで青少年健全育成活動に取り組んでいる。

成人、老人、婦人、若妻の自主サークノレ活動も活

発に行われ、また自治公民館長を対象とする研修会を

実施する等、地域の社会教育の推進IL努めている。

筋

屋

ホーノレ 地域住民の親睦交流を深めるためのスポーツレク

リエーション活動及び文化活動等活発である。また

住民相互の交流を深める中で、社会福祉の増進を図

り、住みよい町づくりに貢献している。

鉄

平

η
L
 

室

室

釜
接

務

和

応

事
A
H
u
 

pnv 
つu
F
町

υno 

筋

屋

会議室 (3) ①学習機会の提供として講習会、講演会を実施 ② 

木
造 IS3604011

施設の提供として各部会活動、自治会活動の会合lζ

階 S36・4・1 広間 使用 ③青少年の健全育成として子ども会、婦人会
2 

等地域ぐるみでの取り組み。以上の 3つの柱を中心

に公民鎗活動を展開している。

大ホール 校区における コミュ ニテ ィの中核施設として、各

鉄
種サークノレ活動の育成、文化、スポ ーツ活動の振興

調理室 及び地域福祉の充実に力を入れ、明るい文化的な街
2 

和室 づくりを推進している。
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番 施 設

種別 市郡名 公 民 館名 所 在 地 館長名
建 物号 敷地面積
延面積

d d 

〒 826
まるやままち

13 回 川 市 丸山町公民館 田川市丸山町13ー 富田重登 237 105 

15 

〒833
なカ勾まま

14 筑 後市 長浜公民館 筑後市大字長浜 坂田茂穂 1，000 215 

自 2347 

治

( 〒831
なかはちいんにし

15 大 川市 中八院西公民館 大川市大字中八院 田中タp太郎 140 110 

町

内

) 干 809
しもれんげじ

16 中間市 下蓮花寺公民館 中間市下蓮花寺 島岡武雄 660 1 9 1 

公 8組

民

館 干 838-01
おおほ

17 小郡市 大保公民館 小郡市大保 1033 福田広志 700 318 

〒818
にしよしさ

18 筑 紫 野市 西吉木公民館 筑紫野市大字吉木 福住止雄 836 209 
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状 況

設備の状況

構 造 |建築年月日

木

平

木

平

木 造

平屋

木造

平屋

集会室

調理室

大集会室

小会議室

子供遊場

調理設備

放送設備

S33・1・26I戸外用具

S58・5

大広間

調理室

大ホーノレ

会議室(中・小)
木

造 IS46. 11れ事室
平

屋 管理人室

和 室 (2)

木
講 堂

平

推 薦 の 理 由

青少年の健全育成と地域の環境美化lζカを入れ、

神幸祭、キャンプ、墓地清掃等、婦人会、青年部、

子 ども会、育成会、老人会等一体となって明るい地

域づくりに努力している。

61年度、地域ふれあい事業を発足。

子供遊場、ゲートボール場の施設はよく整備され

区民の融和と縫康増進を図るためのスポーツ活動が

公民館活動として積極的に取り組んでいる。

子どもの健全育成IC重点をおいた公民館活動が活

発で、特に子供人形劇lは県下でも屈指である。また

クリ ーク地帯のため、雑草駆除には公民館が中心と

なって、地域住民全員で取り組んでいる。

58年IC住民の総意で、住民の自費で公民館を改築

した。それだけに地域連帯意識も強く、地域ぐるみ

の文化事業、体育事業、学習会も活発で他の模範と

なっている。

青少年の健全育成iζ視点をおき 、区民総ぐるみで

ふれあい活動を進めている。その一環として、郷土

美化作業を実施。これは快適な生活環境づくりと、

子どもたちICボランティア活動の体験をさせる乙とに

よりふれあいのある地域づくりを推進している。

農村部のため、農閑期を利用して、区民一体とな

った活動が活発である。また、住民の声をb、かした

学習等も積極的に展開し、本市の公民館活動のモデ

ノレ地域となっている。
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番 施 設

種別 市郡名 公民館名 所 在 地 館長名

建延面物積号 敷地面積

d d 

苧 830-04
三 瀦郡 かみむたぐち

自 19 上牟田口公民館 三瀦郡大木町大字 牟田口 均 383 165 
治 大木 町

上牟田口
( 

町

内
) 

公
干 834-01

民 八女郡 むれちゃや

館 20 牟礼茶屋分館 八女郡広川町大字 浜地常喜 1.534 105 
広川町

広川 51
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状 況

設備の状況 推 薦 の 理 自

構 造 建築年月日

集会室 特に青少年の健全育成には力を注ぎ、上牟田口青

木 造
和室 少年協議会を結成し、子どもソフ トボーノレ大会、子

S59・3 料理実習室 ども会キャンプ、講演会等を実施し、 青少年の非行防
平 屋

運動広場 止を推進している。

会議室 (4) 58年K第 1回の「牟礼茶屋区民まつり Jを開催し

木 造
厨 房 て以来、区民のふれあいと和を図るための学習活動

S54・6・1 ゲー トボール場 体育、文化活動等が分館を中心に地域活動として展
平 屋

バレーボーノレ場 関され成果をあげている。県内 、県外からの視察の

受け入れもある 。
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一記念講演ー

「豊かな心を育てる地域社会の役割」

南 小 倉病院長 矢内伸夫氏
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分科会事例発表要旨



第 1分科会

討議のテーマ 学習機会優供の拠点としての公民館のあり方を考える

-学習機会拡充のための学級 ・講座のあり方について

-学習者のニーズIC応える学習機会と場の開発について

助 言 者 県教育庁指導第二郎社会教育課社会教育主事 古賀維里

司 会 者 庄内町派遣社会教育主事 正平辰男

te 録 者 北九州市立風師公民館長 佐座 幹

会渇責任者 北九州市立門司中央公民館公民館係長 服部芙美雄

学習機会提供の拠点としての公民館のあり方

飯塚市教育委員会社会教育係長 原 久

1. 飯塚市の慨要

飯塚市は福岡県のほぼ中央に位置し、 ]R

筑豊本線が南北に走り、国道 200号、201号

および211号が市街地で交差した交通の要街

地である。又嘉穂盆地の北部にあたり、気候

は比較的に温暖で三方を緑豊かな山々に図ま

れ、乙れらの山峰1<:源を発する多くの川は市

域を南北IC流れる母なる遠賀川本流に注いで

いる。

石炭産業から脱皮した、新生飯塚市は、 21

世紀に向かつて着実に進んでいる。学園都市

矯想として九州工業大学情報工学部の関学、

近畿大学工学部の充実等、地域の教育、文化

活動の中心として、 「豊かな人間性と個性あ

る地域文化を育くむ市民都市」をめざしている。

2. 学習機会拡充のための講座のあり方について

地域におけるコミュニティーの中核として

公民館形成に努めるとともに、地域課題の解

決Iこ結びっく運営lζ努める乙とが必要であり、

又、住民の学習課題1<:対応出来る専門職員の資

質の向上iζ努め、生涯教育の視点1<:たった教育

活動の推進をはかるべきであると思料される。

(1) 家庭教育学級等、家庭教育tζ関する学

習機会を充実し、家庭教育の振興を図る。

(2) 少年の健全育成を図るため、学校、

社会教育(公民館)との連携、各種団体、関

係機関との協力を得て育成iζ努める。

(3) 平均寿命の延長にともなう高齢化社会

に対応するため、生きがいの醸成及び社会参加

を目的とした高齢者教育の推進を図る。

(4) 社会教育関係団体指導者の育成を図る

とともに、自主的活動を促進し健全な発展に

努める。

(5) 婦人の地位向上、社会参加を考えた学

習機会の充実を図る。
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3. 学習者のニーズに応える学習機会の場の開発

について

は) 家庭教育の充実と展開

元来当市は、家庭教育の分野lζ重点を置き

きめ細かな学習運営を各地区公民館で実施し

てきた。しかし、参加者の反応は思ったより

悪〈参加者の減少が目立っている。そこで、

家庭教育の分野に視聴覚教材を取り入れた学

習を本年度より企画した。家庭教育フィノレム、

ビデオテープ等を学校の母親会(市内小中学

校)IC対し試写会、又同時に同教材を使つて

の学習方法の指導等を実施している。

(2) 少年の健全育成と各種団体との連携

(本年度新事業の家庭教育推進交流事業を実

施する)

(ア)人材活用事業一野外活動iζ対する指

導員を養成し、子供会等におけるレクリエ

ーションの指導、又は子供のしつけ、いじ

めに関する学習会の指導助言。 なお、子供の

健康維持IC関する相談・指導も行う。

(イ)家庭教育事業推進委員会の設置ー幼

児教育及び明日の親に関する乙と、また、学

校 ・地域 ・子供会等でいじめをなくす学習

会等を開催する企画を各関係者 (10名)Iと

より、意見を具体的方法にまとめ提言して

いく 。

(ウ)家庭教育地場交流集会の開催一市内

の3会場(公立公民館)で家庭教育のあり

方に関する交流会(シンポジウム)を開催

し、学校 ・地域 ・子供を持つ親、青少年の

育成に関する団体との連携を保つ。

(3) 高齢者教育の充実

昭和47年度より、県の委託事業である老人

大学飯塚講座を当市に運営委員会を設置して、

今日まで継続して開設している。しかし、高

齢者の学習意欲は益々旺盛で当市では、乙の

要望IC対応するため、昭和62年度より、老人

大学 (4年制)を設置し、高齢者が安心して

学習を継続するととが出来るよう ICした。 し

かも、4年間の学習の中で高齢者の社会参加

を目的とした学習カ リキュラムを継続する。

(4) 婦人教育の拡充

県の委託事業による婦人大学飯塚地区講座

の開催により、婦人の学習意欲も高まり 、各

地区公民館で実施している婦人学級も着実に

充実している。また、当市では、婦人の社会

参加と地位の向上をめざす「婦人問題懇談

会」を設置、学習とともに、婦人自らが自立

できる意識を身につける教育を実施している。

(5) 視聴覚教育の推進

視臆覚ライブラ リーの充実とともに、16皿

フィルム、ビデオ録画の教材の利用を一段と

進めている。

4. おわりに

各事業を幅広く推進していくととは内容及

び成果が半減する恐れもある .本市では前述

したように、学園都市として生まれかわる

大切な時期でもあり 、人づくりを進めていく

社会教育 (公民館)事業の責務は大きなもの

があることを痛感している。
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第 2分科会

討磁のテーマ 学習情報提供 ・学習相談の拠点としての公民館のあり方を考える

-住民の学習に応える情報の収集と提供について

-住民の学習に応える学習相談体制について

助 曾 者 県教育庁指導第二部社会教育課社会教育主事 小野敏 弘

司 会 者 県教育庁北九州教育事務所社会教育課長 中 村義隆

記 録 者 北九州市立白銀公民館長 吉岡 員

会拘置責任者 北九州市立小倉北中央公民館公民館係長 鑑谷七三雄

地域における学習情報・学習相談のセンターとして

1. はじめに

近年、高度な情報化・高齢化は、急滋IC社

会の変化をきたし、人々の生活IC大きな影響

力を及ぼしている。それに伴って、人々も今

や数々の諸課題に直面しているといってよい

だろう。

ζ のような情報化社会と呼ばれる状況の下

で地域の人々の学習意欲を高め、学習が効果

的IC行われるためには、学習に必要な情報が、

的確にしかも皇室富κ提供される必要がある。

そのためには求めに応じて「いつでも、どζ

でも、誰にでも」学習情報の入手出来得る織

闘が身近なととろに存在する必要がある。

その意味で地域の人々にとって「出あい・ふ

れあい ・学びあい」の場として親しまれてき

た公民館が、今又新たに各種学習情報 ・学習サ

ービスセンタ ーとしての役割機能を持つ乙と

を要求されてきている。つまり今までの公民館

は学習の促進と施設設備の提供を長重視して

きたわけだが、今後はそれに加えて学習情報

直方市中央公民館係長 牧 紘一郎

を系統的に提供し、個人 ・グループ団体の生

活学習における相談が気軽にできるよう整

備し、そのための体制づくりが急がれている。

2. 本市の擬要

人口 65，327人

面積 6 1.6 3knl 

地勢

東』ζ福智山 (901m)がそびえ、その支

脈が南北に走っている。西は六ケ岳の丘陵

が北西に広がり、中央には小さな丘が起伏

しているものの、比較的平らな地域である。

乙の地場の中央を遠賀川が流れ、市を 2分

しており、中央公民館は西側の中央部に位

置している。

3. 公民館組織の現状と住民の実態

公立公民館として中央公民館と植木公民館

の2館、校区公民館は小学校区IC11館、自治

公民館が 93館ある。
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市東部は筑豊電鉄 ・国道 200号等交通網の

完備により北九州市のベッドタウン化すると

ともに、新しい住民意識(地域活動、学習活

動lζ積極的に取り組む)の胎動が見られた。

4. 公民館の基本方針

「国際化 ・情報化 ・高齢化社会IC進んで対

応出来る市民づくり」との社会教育の基本方

針を受けて、 「国際感覚への対応性を養い、

21世紀への社会変動に対処出来る人間性豊か

な市民の育成IC努める乙と」である。文乙れ

に基づく施策の方向として

o生涯学習の推進は、市民の要望とその効

果を適切に判断し、計画的 ・継続的IC行う

(各種学級及び講座の開設と学習方法 ・内容

の充実) (各種関係団体との連携 ・事業の推

進)

。視聴覚教育と図書室の充実

(視聴覚機器の整備と効果) (資料整備と情

報の提供、広報活動促進をはかる)

5. 情報提供事業の現状と課題

(1) 住民への情報サービス

〔当館の主な公民館事業〕

一般成人講座9、婦人講座 1、高齢者講

座 1、親子講座2

。学習相談事業

・諸学級諸講座の講師の紹介

・石鹸作り(希望者の依頼を受けての講

習)

・媒体学習に伴う 16ミリ映写機やスライ

ド映写機の貸出し

・乳幼児学級の中で障害児を持つ母親か

ら依頼された専門機関の紹介

今後の課題としては、領域別講師一覧

表や講師ファイリングカ ードの作成

。学習提供事業

・公民館事業の市広報並びに新聞掲載

・一部講座については別枠チラシの事業

所配付(乳幼児教室、星座教室、夏休

み親子教室、青年教室)

・校区公民館長が理事として活動してい

る理事会を毎月 1回開催し情報交換

今後の課題としては効果的な情報提供

のための公民館を検討し発行していき

Tこし、。

(2) 利用団体等相互の情報サービス

。婦人教養講座と高齢大学の学級生同士

の社会見学旅行等での情報交換

。老人大学院と趣味の講座受講生同士の

共同作品展等での情報交換

今後の課題としては他団体相互の交流

を図り、団体問の広報紙の交換、アン

ケート結果の交換、団体代表者による

連絡調整機関の設置等について更に検

討を加えていきたい。

(3) 行政事業の情報サービス

市長部局や市教委との連携事業の推進

で、ふれあい学級、文化祭、同和問題

啓発作品の展示等をした。

6. おわりに

中央公民館は、地域における学習情報 ・学

習相談のセンターとしての運営IC努めていく

べきであろう。そのためには、今後県下各先進

施設の運営方法を学ぶとともに、住民IC対し

での意識調査等を行い、市長部局との連機強

化のも とに、 住民の多機化、高度化した学習

要求lζ応える施設としての運営IC努めていき

7こい。
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|第3分科会

学習活動を結ぶ拠点としての公民館のあり方を考える

.地域の学習グループ・団体等の相互連携について

討議のテーマ

雄寿

興

雄

勇

野見山

安河内

宝

中

-地域の学習活動推進のための連絡調整機能について

県教育庁指導第二部社会教育課社会教育主事

県教育庁福岡教育事務所主任社会教育主事

者言

会

録

助

者司

北九州市立吉田公民館

北九州市立小倉南中央公民館公民館係長

者コ巳
-
z
目

会編責任者

学習活動を結ぶ拠点としての公民館のあり方を考える

イ丁

開館時間 9時から22時まで(但し日

休館日一毎月第4

月曜日、祝祭日、年末年始。③

直藤加筑紫野市中央公民館長

① 

曜、月曜は17時まで。②

筑紫野市の続要

市は昭和30年、旧 l町4村の合併により

職員の勤務

体制一一般事務職員同様8時45分から 17時ま

で(以外は管理人)。④ 運営の実態

定例的利用の自主グループ

92、その他の事業は、グループ代表者の学習

会、類似施設(小地区公民館)76館の館長 ・

主事研修会、コ ンサートグループの発表会、

読書推進大会、 1日移動図書館など。それに

市制合併前の旧村の、山口、御笠、山家、筑

紫に地区公民館を設け、山口 2講座、御笠4

筑紫野町となり、昭和47年、市制をひき現

在人口は 63，336人。

ンと して人口急増地域であり、新旧住民の

福岡市のベッ ドタウ

(ア)

開設年度及び規模

筑紫野市中央公民館は昭和47年4月開館、

敷地 18，016nf、建物(延) 1.768 nf、構造鉄

筋コンクリート造 2階建、茶室、和室、調理

室、幼児室、図書室、会議室、講堂、視聴覚

室、学習室、講義室であり、市のほぼ中心部

(イ)主催講座6連帯が望まれると ζろである。

公民館の現状

(1) 

2. 

講座、山家 5講座、筑紫 3講座の主催講座を

開講している。

に設置されており、利用の面では有利である。

(2) 職員 地域の学習活動の推進 (学習グループ結3. 

成のいきさ つ)

筑紫野市では、すべての市民が、あらゆる

学習、あらゆる講座を利用して、人間性豊な

生活、自らの生活に即する文化的教養を高め

社会教育課公民館係4名、嘱託(館長、司書、

3名、管理人 l名、土・日曜図書司

書 l名である。

(3) 運営状況

指導員)
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得る環境づくりを進め、特fC1人l人の人権

を大切にする人権思想、の普及や、青少年の健

全育成を目指し、社会教育の中心施設である

中央公民館を拠点として多くの学習講座を開

講し、中央公民館が開館されてから10年目を

迎えた昭和58年Kは、学習グノレープ80前後iζ

増え、意欲的な学習活動を展開している。し

かし、 10数年間中央公民館を拠点として学習

に参加していても、どの学習に誰が来ている

のか、学習が別々であれば館内で顔を合わせ

るとともない、他のグループの乙とは何も知

らないといった状態で、公民館が過去貸し館

業の内容に終始した一時期もあった。

4. 学習グループの相互連携の推進

筑紫野市中央公民館において、学習グノレー

プの相互連携を図るために昭和58年頃より、

学習グループの代表者会(準備会)を開き、

①各プロック現状報告

②ブロック編成について

③連絡会構成範囲

などについて話し合った結果、公民館利用グ

ノνープ代表者会(準備会)結成の運びとなっ

た。引続き、各学習グループlζおいて、

①部門編成について

②規約について

検討し、同年7月、学習グループ連絡会部門

別代表者会を開き、文化、美術、音楽、伝統

芸能、体育レ夕、子供育成などの部門より理

事を選出し、組織・機構・規約・目的など検

討した結果、

①規約fCついて

②四役の選出

③会の名称

を話し合い、四役を選出し、名称を「筑紫野

市中央公民館学習グループ連絡会」と決定し

た。手始めに、親睦と交流を深めるため「ぶ

どう狩り」を計画し結成の盛り上がりに花

を添えた。学習グノレ プでは結成を記念し

て、 「公民館まつり」をやろうということに

なり、同年9月、四役会で日程などを決め、

10月26日の結成式後20日間にわたり、 f84住

民まつりライブ筑紫野Jを開催。乙の事業が

盛会裡fC終了したのは、公民館で学ぶ学習グ

ノレープの仲間が互いに手をつなぎ合ったこと

がすばらしい結果につながったと思う。さら

に、住民学習に輸を広げてい乙うという意欲

が高まり、学習グループの相互連携が強まり

つつある。

5. ま と め

筑紫野市中央公民館学習グループは、住民ま

つりという、 1つの目標が出来たととにより、

日日の学習の中で l人 l人が生き生きと仲間

づくりをめざ しその輸を広げて行った。翌60

年には、第 2回目 を行い、 61年は、名称を

f86ライブ筑紫野公民館まつり」と改め、生

涯学習推進の基本姿勢を確認しながら人と人

とのかかわりの中から地域の活性化をめざし、

さらに、筑紫野市及び筑紫野市商工会との共

催による「ふれあい事業Jとして指定都市の

事業と併せて盛会に開催した。また、乙の会

は、公民館まつりや学習グループの発表会の

売上金の中から、一定の金額を社会福祉関係

組織に寄贈をするなどの寄附活動も行って

いる。今後は、市民文化の祭典となった「公

民館まつりJを柱lζ市民学習の楽しさと喜び

を更に地域に広げて行きたいと思っている。

－ 26 －



第 4分科会

討議のテーマ コミュニティ活動を推進する拠点と しての公民館のあり方を考える

.地域づくりのためのリ ーダー養成とボランティア活動について

・コ ミュニティづくりのためのプログラムの創造と実践について

助 言 者

司会者

配 録者

会場 責 任者

北九州市教育委員会社会教育主事

福岡市教育委員会社会教育課社会教育主事

北九州市立若松中央公民館

北九州市立若松中央公民館公民館係長

安

実

忠

憲

照

輝

利

吉

川

田

江

延

森

山

大

コミュニティセンターの名前を持つ公民館

1. ニつの名前を持つ公民館

北九州市では、公民館を コミュ ニティ活動

の中核施設として位置づけ、心豊かなまちづ

くりをめざす地域活動の拠点と しての役割を

期待して、一中学校区一館を目標に整備を進

めている。

南小倉公民館は、60年11月に小倉北区にお

ける最後の未設置校区であった南小倉中学校

区(小熊野地区)に設置された。

設置に当つては、地元住民の強い要望があ

り、コ ミュ ニティ活動の拠点としての機能を

積極的にとりいれ通称名を「小熊野コミュニ

ティセンタ ー」と した。

2. 小熊野コミュニティの模要

小熊野コミュ ニテ ィは、北九州市の行政、

経済の中心地域である小倉北区の南西部iζ位

置した住宅地域で、南小倉 ・南丘の 2つの小

学校区から構成されている。

ζ の地区は、昭和40年代に住宅地域化が進

北九州市立南小倉公民館長 山田誠之助

んだ頃から地域活動が盛んで、58年に北九州

市のモデルコミュ ニティの指定を受け、さら

に、60年からは自治省によるコミュ ニティ推

進地区の指定を受けており 、全住民参加の コ

ミュニテ ィづくり運動をめざしている。

。面積 689ヘクタール

。人 口 27.596人

。世帯数 8，864世帯

3. 61年度における館の活動状況

コミュニティセンタ ーとして開館した公民

館であるので当面の運営目標を

(1) 小熊野コミュニティの活動拠点と して

地域の理解を深め積極的にその役割を果

たす。

(2) 地域のニーズを満たせるクラプやサー

クJレの育成を図る。

(3) 地域住民に親しまれる館運営をめざす。

の3点とした 。

(1)については、もともとコミュニティ活動
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が活発な地域であるので、その活動拠点とし

ていかに自由に館を活用してもらえるかに気

配りをした。

小熊野地区コミュニティ委員会の事業につ

いては次で述べるが、コミュニティ関連の

事業や会合を館主催事業と して最優先し、地

域の自治会や社会福祉協議会・婦人会・老人

会・子供会・ PTA等の団体の活動の場とし

ても利用しやすいように配慮している 。

(2)については、地域内の住民が教養や趣味

の活動をとおして、ふれあい活動の場となるよ

うに各グループにお願いしている。

今日では47のクラブが生まれ、地域内の住

民がクラブ傍成員と しての比率も高く 、活動

をとおしての人間関係が深まりコミュニティ

の雰囲気づくりに大いに役立っている。

(3)については、入りやすい建物の雰囲気と

こども文庫を含めたコミュニティホールを備

えており、地域住民のサロンとしてできるだ

け自由K親しんでもらえるように心がけてい

る。

その他、公民館の事業としては、文化祭・

ζ どものつどい・「ζ どもの樹J植樹祭・青

少年健全育成講演会や小熊野子育て学級・消

費生活講座・やさしい文章教室等を地域の人

の協力を得て実施している。

また、 「こぐまの文庫Jは、文庫ボランテ

ィアの協力により毎週水曜と土曜に貸し出し

ゃ読み聞かせを行っており、地域の子供達に

親しまれている。

4. 小熊野地区コミュニティ委員会の活動

小熊野コミュニティは、南小倉校区自治連

合会と南丘校区自治連合会の二つの小学校区

自治連合会から構成されており、両校区それ

ぞれ固有の活動の外、小熊野コミュニティで

取り上げる課題を模索しながら活動をしてい

る。

館はコミュニティセンターとして、地元と

一体となって活動に取 り組んでいる。

主な事業は、次のとおりである。

(1) コミュニティ活動計画の作成と実践

(2) コミュニティマップとコミュニティプ

ランの作成

(3) コミュニティリーダーの養成と研修

(4) 小熊野コミュニティだよりの発行

(5) 青少年を育てる会の諸事業

(6) ホタノレの皇づくりとホタル祭り

(7) 小熊野コミュニティ文化祭

(8) 町内「こどもの樹J植樹祭

(9) ιぐまの文庫事業

日目 小熊野コミュニティセンター施設管理

ボランティア事業

5. コミュニティセンターの名前を持つ公民

館として

公民館はもともと地域活動の拠点としての

機能がある。

しかし、都市部における公民館の中には、

学級・講座やクラプ活動偏重となっているも

のも多く見られる。

地域の連帯意識の希薄化が社会問題として

取り上げられている今日、あえてコミ a ニテ

ィセンターの名前をつけたと乙ろに南小倉公

民館への期待を感じる。

近くのお年寄りの手で前庭に植えられた草

花・寄贈されたとども文庫の図書、 「乙んに

ちわJと元気に声をかけて入ってくる利用者

やコミュニティ活動のリーダー。

南小倉公民館では、地域IC人々の「おもい

やり」と「協力JIC支えられて地域性豊かな

活動の輸が広がっている。
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第 5分科会

討議のテーマ 同和教育を推進する公民館のあり方を考える

-同和教育推進のための地域指導者の養成について

-同和教育推進のための啓発活動について

助 言 者 前北九州市教育委員会同和教育指導員 井 上 重 人

司 会 者 県教育庁京築教育事務所主任社会教育主事 百留隆男

記 録 者 北九州市立八幡大谷公民館長 山 崎義生

会 場責 任者 北九州市立八幡東中央公民館公民館係長 渡漫寅 雄

同和教育を推進する公民館のあり 方

1. はじめに

同和問題の解決は、行政の責務であり国民

的課題である。

家庭や地域社会の中で人間尊重の輸を広め

ていくために公民館は同和教育にどう取り組

んで行かねばならないか、今までもその取組

みを進めてきたが、さらにその役割と責任を

痛感し、当大会で内容のある今後の取組み方

をつくりだしたいものである。

2. 同和教育の基本的な考え方

北九州市の同和行政推進の基本理念として

差別のないまちづくりを進めるためには、

「人権の尊重Jr地域の連帯Jr自立 ・自治」

の3つをあげている。

乙の理念にたって、公民館は重点事項と し

て、あらゆる機会を通じて基本的人権をみん

なのものに していく学習を取り入れていかね

iまならない。

北九州市立香月公民館長 中 島 正 信

3 地主主の概況

当公民館は、北九州市7つの行政区の中の

八幡西区にあって、八幡西中央公民館に所属

する公立の地域公民館の 1つである。

北九州市の西南部に位置し、中間市K隣接

した地域にある。

現在、香月ニュータウンをはじめ大小の新

興団地ができ、新しい地域形成をなしている。

、香月'は、 「花香しく月清き里」として

名付けられたといわれ、自然の景観iζ恵まれ

たと乙ろである。

地域内には、2中学校、 4小学校、香月自

治区連合会 (13区会)、小地区公民館(19館)

等がある。

。人口約30，000人

。世帯数 約9，000世帯

4. 香月公民館の取組み

(1) 公民館同和教育講座

公民館を利用している学級・講座生を
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はじめクラプ、サーク Jレを対象として、

人権学習会(春4回、秋4回)を実施。

テー7 は「私たちの身のまわりの差別

を考えよう」

学習内容の具体例

。婦人の社会的地位の向上

。部落差別の解消

。身障者の完全参加と平等

。家庭とだんらん

。くらしと人権

。差別の実態に学ぶ

。北九州市の同和対策

。同和問題解決への道

特IC運動団体の協力を得て「差別の実

態に学ぶ」座談会を実施している。

(2) 小地区公民館の取組み

香月地区には小地区公民館(類似公民

館)が19館あり、香月地区小地区公民館

連絡協議会を結成している。

その中で各小地区公民館長が積極的IC

「人権学習会」ゃ「青少年問題を考える

集いJを企画・実施し、地域住民に対す

る啓発活動IC取り組んでいる。

特lζ、地域内の PTA、子ども会、婦

人会、老人会、自治区会等の連携を図り

人権学習が地域に浸透するよう努力して

し、る。

当館は、毎回出席して講師、映画教材、

資料の提供等IC全面的協力を行っている。

(3) 家庭教育学級の取組み

香月地区にある 2中学校、 4小学校は

いずれも家庭教育学級を年間8回-10回

実施し、その中に必ず2回の人権学習を

取り入れている。

学習の内容、講師の斡旋、映画教材等

については当館が全面的に助言や協力を

し、時には講師、助言者として学習会に

参画している。

(4) 家庭教育学級主事会

毎月 1回各小中学校家庭教育学級のリ

ーダー(各校 3人-5人)が参加し、学

校関の情報交換や研修を実施し、魅力あ

る学級づくりをめざしている。

その中で、人権学習のもち方、講師依

頼についての事前協議、学習会の事前ア

ンケー卜等の実施Kより学習効果をあげ

ている。

(5) 南部 8校同和教育推進連絡協議会の取

組み

香月、木屋瀬地区 3中学校 5小学校の

PTA、学校を主体として同和問題解決

のため取り組んでいる。

公民館としても講師、情報、資料等を

提供し、学習の促進に協力している。

(6) 香月地区文化祭の取組み

香月公民館と楠橋市民館(隣保館)で

毎年10月、みんなの手づくりによる合同

の文化祭を実施している。

公民館利用グループも積極的に参加し

また、運動団体の各支部のグループとの

合同作品展、芸能発表会、識字学級の作

品展等も実施している。

乙の文化祭は、長年の伝統があり地域

の交流の場にもなっている。

(7) 楠橋市民館創立20周年記念行事の取組

み

公民館、自治区会、子ども会等各種団

体が地域ぐるみの協同容加で 「地域の連

帯Jを促進するため現在、実行委員会を

設け準備を進めている。

以上、述べたように香月公民館ではいろい

ろな機会や場において、人権学習を主体的に
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取り組む努力をしてきている。

関誌思考育II公民館講座|

一粕協議宏 |¥ 1 ~I 家庭教育学級 l

|香月地区文化祭 I~II 香月公民削|

1/， r ¥|家持会
20周年記念行事 1- 1小地区公民館|

5. おわりに

公民館における同和問題解決の取り組み

を考えるとき、反省としてどとでも共通し

た問題点があげられている。

その問題点のーっとしては、人間の意識

の変革lζ係わる問題である。

そのために人びとの心に深く浸透し、ま

た、自由に話し合う条件づくりに努め、同

和問題、人権問題について正しい理解と認

識をもってもらわなければならない。

地犠公民館は、第一線にあって。その役

割と責任を痛感する中で、啓発の内容、方

法についてさらに抜本的にその取り組みを

検討していきたい。
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第 6分科会

討議のテーマ 学習・交流の場としての自治公民館のあり方を考える。

-地域課題解決のための相互学習のあり方について

-地域住民の積極的な参加を促進する情報交換・交流のあり方について

助 言 者 県立英彦山青年の家所長 原 田 修次

司 会 者 県教育庁南筑後教育事務所主任社会教育主事 町 田 光弘

記 録 者 北九州市立陣山公民館 後藤信義

会場責任者 北九州市立八幡西中央公民館公民館係長 安永敏広

町内公民館による社会教育活動を踏まえた

地域活動のあり方を考える

大牟田市中央公民館主査 山岡博明

1. はじめに

大牟田市の町内公民館活動の現状を考察し、

社会教育活動の盛り上がりが期待できる町内

公民館像を採ると同時IC公立公民館と共に歩

める条件づくりを考えて見たい。その中で、

地域住民の学習のあり方や社会教育活動を踏ま

えた地域活動を実践していく事の出来る町内

公民館を創造するための素材lとしていただけ

れば幸いである。

2. 福岡県の他市町村に見られない大牟田市

町内公民館の性格

大牟田市の町内公民館は例の少ない町内公

民館といえる。他市町村の場合も、町内公民

館はあるが、その活動は社会教育活動のため

だけの住民活動組織である。

さて、大牟田市の町内公民館では、一斉清

掃や消毒、料理、書道等の講習会、政治講演

会、募金、旅行、盆踊り 、スポーツ等非常に

幅広い行事が実施されている。

他市町村では、講習会や講演会、文化祭、

展示会等の教育文化事業は町内公民館で実施

し、一斉清掃や募金、旅行、盆踊り等の行事

は自治会で実施されているようだ。

他市町村では、町内公民館と自治会が別々

に作られていて、およそ上記のような役割分

担が行われているのが通例である。

どちらの形態がよいかは一概にはいえな

いが、大牟田市の場合は、住民の要望が町内

公民館 1か所に集約出来ること、問題提起→

学習・話し合い→活動(行事)がひとつの組

織内で全て消化出来る利点がある。

しかし、活動範囲が広くなるため役員が忙

しくなり、その為IC役員のなり手がない事が

欠点としてある。尚、行事とは、一定の計画

に沿って日を決めて行う催しをいう場合が多

いが、本市の町内公民館ICは、との行事だけ

でなく①住民の意見を聞く、②住民の話し合
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いの場を作る、③住民の コンセンサスを図る

等の活動がある。

3 大牟田市町内公民館の連絡機槍(寮)
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4. 町内公民館の課題の解決は住民学習を緩

介にして (61年度事例 2件)

(1) 地域課題解決の為の学習活動に取り組

む玉川校区の事例(別途資料)

(2) 地域住民の積極的な参加を促進する事

業IC取り組む天道校区の事例(別途資料)

5. 地域住民の生活課題をめぐる町内公民館

と公立公民館の関わりについて

(別途資料)

6. 今後の課題

(1) 地域住民の自治意識、連平帯感を高める

為の学習活動を公民館が主となり既設の

教育機関の相互提携及び地域内の教育的

機能を持つ施設との連携を図り 、相互学

習体制を点から線へ、線から面へと拡充

していく方策が必要である。

(2) 町内公民館活動K30代、 40代の男子成

人が参加出来る場、機会をどのように組

み立てていくかが今後の課題である。
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|第7分科会|

学習・交流の場としての自治公民館のあり方を考える肘磁のテーマ

-地域住民の積極的な参加を促進する情報交換・交流のあり方について

福岡県公民館連合会副会長 西尾隆

帆足徳

加藤恒

畝沖清

-地域課題解決のための相互学習のあり方lζついて

庚

男

子

三

北野町派遣社会教育主事

北九州市立戸畑中央公民館

北九州市立戸畑大谷公民館長

者

者

者

言

会

録

助

配

司

会場責任者

地域住民の積極的な参加を促進する情報交換・

交流のあり方について

樹

ある。現在世帯数 174戸、人口 714名である。

施設は、公民館が34年前!C区民の総意によ

り建築され、木造瓦聾平屋建、建坪 120nfで

恒島中大万洗町冨多分館

大万洗町の復要

大万洗町は筑後川の中流、三井郡の東北部

内部は大広間、和室 2、調理室がある。神社

の境内IC建っていて大変静かで環境のよい所

に位置する。昭和30年!C大堰村 ・本郷村 ・大

万洗村が合併し、東西8畑、 南北 6.5畑、 面

積 22.66kdからなる。 13，600人の静かな田園

26名

である。

富多分館運営の概況

(1) 組

56名

富

多

分

大
万
洗
町
公
民
館

3. 

の町である。

大万洗町の基幹産業は農業で、米、麦の他

軟弱野菜(レタス、キ ャベツ、大根、ネギ等)

又ビニールハウス栽培(いちど、キ ュウリ、

卜7 卜等)及び植木生産などが盛んである。

大万洗町の工業団地には、公害のない企業

を誘致する乙とにより農業と工業の調和のと

れた町づくりをめざしている。

10名館

56名

活動内容

。子供会一卒業おめでとう会、親と子の

(2) 

2 冨多区の相E要

冨多区は県道鳥栖朝倉線が東西に、県道中

尾大刀洗線が南北!C走り交差している。又西

鉄甘木線の電車が走り区の中央部に大寝駅が

話し合い、空かん拾い他あり 、交通の便と自然環境に恵まれた地区で
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。体育委員会一早朝野球、体育指導者研

修他

。冨中会一後述

。婦人会一婦人会懇談会(嫁と姑問題)

夫婦懇談会、敬老会奉仕他

。老人クラブー嫁との懇談会、ゲートボ

ーノレ大会他

。青少年育成会ー挨拶運動、読書会、環

境浄化運動他

3. 活動のー鳩

山 富多 ・中川地区運動会

。例年9月-10月にかけて行う。

。参加総数 600-700名 老若男女

。種目 約25種目

本年で第 3回になり以前は冨多区の

みで運動会又ソフトボール、バレーボ

ーノレ大会を行っていた。

。富田 ・中川地区の合同の意識

田畑が隣接し行政上なにかと一緒に

なる乙とが多い。西区民の交流を密lζ

し親善 ・理解を深める。

(2) 冨中会

(大堰神社太鼓)

①目的

。会員意識の高錫と団結の強化のため

地区の活性化IC積極的κ貢献。

②活動内容

@地域の村祭りに参加。

@周辺市町村行事への参加。

。町内の盆踊り大会等への参加。

(水天宮カラオケ大会)

① 目的

。毎年 5月 5日の大堰神社のお祭に花

をそえる。

。区民の親睦に役立つ。

(ゲートボール大会)

①目的

。地区の老人とのふれあいを深める。

。会員夫婦、老人クラブ会員、区役員

との親睦。

(壮年ソフトポーノレ大会)

①目的

。会員の体力チェック。

。会員のコミュニケーションを深める。

。反省会での分館への提言。

(魚取り大会)

①目的

。手づかみ、泥まみれの体験。

。思い出づくり。

。青少年健全育成とふるさとの良さ。

(研修会)

①目的

。親陸、レクリエーション、スポーツ

のみに止まらず、会員自身の力量を

高めるための研修機会の拡充が必要

である。

4. 今後の課題

さまざまな行事を実施することにより、地

域住民のふれ合いが活発になったが、練習日

程(開催時期)の調整の問題、子供IC対する

指導の不安(事故等)、会員の団結及び広報

活動等が今後の課題である。
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第E章 今後、公民館lと期待される役割

これからの公民館の方向

昭和21年 7月文部次官通牒によって公民館が構想されて以来約40年近くなるが、その聞

に公民館が社会教育の中核施設として果たしてきた役割やその成果は高く評価できるもの

である。

しかし、近年の急激な社会構造の変化は、人びとの学習要求の多様化、高度化をもたら

し、公民館IC対する期待も多岐にわたり、それらに応えていく公民館の管理・運営のあり

方も復雑化し、公民館は多くの問題や課題をかかえるに至ったといえる。

特に、最近は社会教育以外の他行政部局や各種団体をはじめ、コミュ ニティセ ンターな

どの公民館類似施設やカルチャ ーセ ンタ ーに代表される民間教育産業、さらには、 7 スコ

ミ、企業等の中でも人びとの学習機会や場が提供されるようになってきており、新たに公

民館のもつ固有の役割や機能の見直しが必要となってきている。

また、今日の社会の変化IC対応する教育のあり方として生涯教育が提唱され、その推進

にあたって社会教育 IC寄せられる期待は一段と高まり、とりわけ、社会教育の中心施設で

ある公民館は、生涯教育推進の拠点となるべき施設として重要視されているといえる。乙

の乙とは、昭和59年 3月全国公民館連合会の第 5次専門委員会が答申した 「生涯教育時代

iζ即応した公民館のあり方」の中で21世紀iζ 向って公民館が選ぶべき進路として具体的に

提起している乙とからも理解できるところである。

このような状況の中にあって、人びとは多くの生活上、教育上の諸問題lζ直面しており、

乙れらの諸問題に対応し、生活の向上や自己の充実を図り、生きがいのある人生を享受し

ていくために、自らが生涯にわたって学習を続けていくことが必要となってきている。

したがって、地域社会における人びとの学習施設である公民館は、人びとの学習要求に

対応できる教育施設としての機能を十分備え持っととが必要であり、その充実のために社

会教育行政担当者は最大限の努力をするととが重要である。

(1) 学習機会提供の侮点としての公民館

公民館が構想されて以来、地域住民の学習機会の場として、公民館が果たしてきた役割

は高く評価できるといえる。

しかし、先にも述べたように最近になって、公民館以外でも人びとの学習の機会や場は

多く用意されるようになり 、新たに公民館の役割や機能が関われている。

乙の乙とは、公民館から学習機会提供の機能が失われたとか、必要がなくなったという

のではなく 、公民館以外の他施設や機関で学習機会が提供されればされるほど、また、住

民の学習要求が多様化、高度化すればするほど新しく 、時代の変化K即応した公民館の役
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害lや機能のあり方が期待されてきたものとして受けとめるべきであり、従前から多くの公

民館で実施されてきた定型化 ・画一化された学習内容や方法を見直し地域住民の多様化、

高度化した学習要求に応えられる学習提供の拠点としての機能の充実を図るべきである。

(2) 学習情報提供・学習相談の拠点としての公民館

今日、さまざまな情報伝達手段の発達は著しく、その中にあって人びとは、はん乱する

情報の洪水lζ流され、自我と個性を見失い、価値観の混乱を引き起こしている 。

とのような情報化社会と呼ばれる状況の中で、人びとの学習意欲を高め、学習が効果的

IC行われるためには、学習に必要な情報が豊富にしかも適切に提供される必要がある 。

そのためには、いつでも、どこでも、誰でも求めに応じて学習情報が入手できる機関が

身近かなところに存在する必要がある。このことから、地域における公的教育機関である

公民館が、地域住民のための学習情報、学習相談サービスセンターとしての役割 ・機能を

持つ乙とが新たに期待されてきているといえる。

今後、人びとにとって学習情報の取得は現実の学習活動の効果を左右する大きな要因に

なる可能性が大きく、学習内容、方法等lζ関する学習相談とともに、学習情報の計画的、

継続的な提供は人びとの生涯学習を推進する上で大きな意義を持っているといえる。

いづれにしても、公民館は他の教育機関 ・施設等と十分iζ連傍をとって、地域の学習情

報センタ ーの拠点として位置づく必要がある。

(3) 学習活動を結ぶ拠点としての公民館

地績における公的教育機関である公民館活動の中心が学習活動にあることはいうまでも

ない。

しかしながら、地域社会の中では、公民館以外の施設・機関等の中で人びとのための各

種学習事業が実施されており 、多くの人びとがそれらを活用しながら学習活動を展開して

いる。しかし、それらの大部分の学習活動は独立しており必ずしも連携・協力をとってい

ないのが実態である。生涯教育の視点に立って考えるならば、今後は地域の学習活動が効

果的に 、しかも地域住民IC適切に提供されるような体制を確立する必要があるだろう。

そのために公民館は、それぞれの機関や施設等で実施されている事業や学習活動の情報

を収集し、提供する乙とをはじめ、同じよう な学習グループを紹介したり 、相互に情報交

換できる場を設定したり、また、 事業を実施する担当者を集めての研修の場を設けるなど

種々の学習活動を結ぶ、いわゆる連絡調整する機能をもっ総合的な教育機関としての役割

をもっ乙とが必要がある。
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ζ のような窓味から、乙れからの公民館は地域の学習活動推進の総合的連絡調整施設と

しての機能をもち、地域のあらゆる学習活動を結ぶ拠点となる必要がある。

(4) コミュニティ活動を推進する拠点としての公民館

今日の急激な社会変化は、人びとの生活に物質的な豊かさをもたらしたものの、反面、

人間性の喪失や自己中心的風潮の増加、世代聞の断絶等の憂慮すべき 「心の貧困化Jをひ

き起乙し、地域社会においては、地域連帯意識や地域の教育カの低下をもたらしている。

乙のような中にあって、人びとが豊かで、住みよい地域社会をつくるためには、まづ、

人びと自らが自然の豊かさを生活に生かし、人と人の触れ合いを大切にし、恩いやりに満

ちた社会風土を創造することが重要な課題となってきている。

そのために、今後は、地域のすべての人びとが相互に交流を深め、それぞれの立場から

積極的に多加していくコミュニティ活動を活発にしていく必要がある。コミュニティ活動

への人びとの自発的参加それ自体に教育的価値はあるが、参加を通して個人や地域がかか

える諸問題を整理し、その解決のために人びとが相互に協力し合いながら実践していくこ

とが、活力ある地域社会づくりに通じるものである。

乙れらの地境 コミュニティ活動のためには、公民館は地域における各種活動の指導者

の養成、確保lζ努めるとともに、住民の社会参加活動を積極的IC奨励し、各種活動の方向

や方法等について指導できる体制や機能を整備しておくととが大切である。

そのような意味から、乙れからの公民館はコミュ ニテ ィ活動を推進する拠点になる と

とが求められており 、さらにはそれらの活動を通しての新しい コミュニティづくりの拠点

になる必要があるといえる。
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第百章 乙れからの公民館の具体的課題とその対策

今後、公民館IC期待される役割l・機能については前章で述べたとおりである。

しかし、福岡県下における公民館の実態は第H章で述べたとおり課題や問題点が山積し

ているといわざるを得ない。しかも、今日の社会の変化に対応する教育のあり方として生

涯教育が提唱されており、社会教育の分野でも生涯教育の視点にたった社会教育の推進は

重要な課題となってきている。しかし、残念ながら、福岡県における生涯教育の推進は、

必ずしも十分ではなく 、本年 2月に県教育委員会の中 ICr福岡県生涯教育推進会議Jが設

置され、福岡県としては生涯教育の推進のための第一歩を踏み出したばかりである。

生涯教育の推進は何といっても住民自身が行う学習や文化 ・スポーツ等の諸活動であり 、

そのための織会や場を提供する公民館は生涯教育推進の中心機関であるといえる。

しかしながら、公民館をとりまく外的条件として、公民館類似施設の増加や、民間教育

産業の隆盛等により 、従来公民館の主たる事業として行っていた住民のための学習提供事

業が他でも営まれる ようにな っており、また職員体制の不十分さ 、財政事情の慈化等によ

る内的条件のきびしさがでてきている現実がある 。

そのような中にあって、社会教育推進の中心施設である公民館が従来のままでよいはず

はな く、現実の実態を認識し、見直し、時代 lζ即応した新しい公民館像を構築していく必

要性が求められているといえる 。

そこで、乙乙では乙れからの公民館のあり方として現実を見つめ、生涯教育推進の拠点

となる公民館をイメ ージしながらその対応策について考えてみたい。

1.公民館を生涯教育推進の拠点とするために

地域の生涯教育を推進する上で、社会教育 lζ寄せられる期待は非常lζ大きく 、なかでも

社会教育推進の中心施設であ る公民館は、生涯教育推進の拠点となるべき役割 ・機能が期

待されている。

乙の期待lζ社会教育、 特IC公民館が応えるために は地域の中で生涯教育を推進していく

体制jづくりを考えていく必要がある 。

県内では、社会教育の分野から生涯教育推進体制づくりにアプローチしている地域もあ

るが、まだまだその取り組みは遅れているといえる。市町村においては、社会教育iζ関す

る諸計画の立案を行う社会教育委員の会議や、公民館における各種の事業の企画 ・実施に

ついて調査審議する公民館運営審議会等があ り、新たに、生涯教育推進のための会議等を

発足させる乙とは困難も予想される乙とから、当面は乙れからの会議内容の充実を図り な
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がら生涯教育推進のための体制づくりに着手すべきである。

川 生涯教育を推進する公民館の体制づくり

①職員体制の確立と専門性の向上を図る

公民館がその機能を十二分に発揮するには職員体制の充実を図る乙とが最大の課題であ

る。 r公民館が生きるか死ぬかは職員による 」とよく言われるのも職員の果たす役割が大

きいからである。

特IC、生涯教育の推進が叫ばれる今日、公民館の職員体制(専任・常勤館長の設置、

公民館主事等専門職員の配置等)の確立と職員の専門性(企画力、指導力、専門知識)が

ますます要求される状況にある。

しかし、県内公民館の職員体制は必ずしも充実しているとは言えない。

館長について、専任、兼任別にみると専任館長が60%、常勤、非常勤別では常勤館長が

40%である。特!C、館長の非常勤化は高まる傾向にある。公民館の最高責任者である館長

は当然常勤でしかも専任が望まれるが実態は低く 、乙のことが改善されない限り、生涯教

育推進の拠点となる公民館の管理 ・運営はもちろんのこと公民館の主体性の確立も望めな

いといえる。

また、公民館主事の設置についても全公民館の中で24%しか設置されておらず、しかも

高い専門性が要求される職務でありながら公民館主事のうち社会教育主事の有資格者は22

%にすぎない状況である。

館長と公民館主事の現状についてみたが、他の職員も含めた職員体制の不備は常!C指摘

されていると乙ろである。現状ではその解決は非常に困難が予想されていると乙ろである

が生涯教育を推進する拠点としての公民館を考える場合、避けて通れない重要な問題であ

り、今後とも公民館職員体制の整備に積極的に取り組む必要がある。また、公民館職員体

制の整備とあわせて、公民館の活性化の重要な要素は、職員の資質の問題である。

公民館の職員 !C専門性が要求される乙とは先に述べたが、住民の学習要求が多様化、高

度化してくればくるほど公民館の職員の専門的資質の向上が必要になってくる。職員の資

質の向上のためには、職員自身の自己学習はもちろん、研修会等への積極的多加、経験年

数等が必要と考えられるが、 58年度中の研修会の参加状況をみると 、一年間全く研修を受

ける機会がなかった館長が 28.5%、公民館主事 26.5%、2回以下では両者とも50%といっ

た状況である。確かに現実は業務内容の量的 ・質的変化!C伴う多忙さ、また、市町村にお

ける人事異動等による経験の浅さ 、職員体制の不十分さ等があり 、研修会等への多加でき

にくい条件もあるが、職員の専門性の重要さを考え、再度職員の研修機会の鉱充を考えて
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みる乙とが肝要である 。

②公民館の施股・段備の拡充を図る

昭和34年12月に文部省から告示された「公民館の設置及び運営iζ 関する基準」は、昭和

24年IC制定された 「社会教育法」が昭和34年 4月に大幅IC改正され、 23条の 2として 「公

民館の基準」として追加されたものである。

このことは、公民館関係者の永年の懸案であった公民館の設置基準が法的に位置づけら

れたものであり 、乙のことによって、全国のみならず県内の公民館の施設整備に大きな影

響を与えたことは周知のとおりである。

と乙ろで本県の公民館の設置状況及び施設の整備状況をみると 、館としての公民館を持

たない市町村もあり、また、公民館はあっても事務室だけしかないという公民館もある状

である。公民館はなくても公民館類似施設等を公民館と同じ機能を持たせ、住民の利用に

供するという努力も見られるが、公民館が莫 IL住民のための学習施設として位置づくため

にも、早急な公民館の設置が望まれると乙ろである。

とはいえ、公民館は単に館があればよいというのではなく、その中 lζ館長をはじめとす

る職員体制の整備が行われ、さらには、館を中心として住民のための各種事業が行われる

乙とによって 、はじめて公民館といえるのであり 、館の設置とともに職員体制、事業の実

施等が併せて整備される必要がある。

公民館の所有室の状況についても第H章で述べているが、従来、公民館が各種団体、グル

ープ ・サーク Jレ的な利用を促進してきた経緯がある乙とから、会議室、講義室、実験 ・実

習室的な集団で活用できる部屋の確保が強調され、整備されてきたが、市町村における生

涯教育推進の拠点としての機能を備えた公民館になるためには、単IC集団で活用できる部

屋の整備だけでなく 、個人学習のための施設や住民相互が自由に交流できる部屋(空間)

の整備も併せて検討される必要があるといえる。

特IC、独立した図書館が少ない本県の場合は、公民館図書室は住民の多様化、高度化し

た学習要求へ対応できる学習情報資料室としての機能を備えることが望まれると乙ろであ

る。また、談話室、展示室、体育 ・レクリエ ーション室等も個人としても気軽るに利用で

き、住民相互が触れ合い、交流を深める場として重要な役割を持つ施設の一部であり 、乙

れら公民館の中で特IC利用上の規制のないニュ ー卜ラルコーナー ともいうべき部屋(空間)

の整備を図っていく必要がある。すでに一部の公民館では、利用者が自由に使える喫茶 コ

ーナ一等を設け住民の交流の場として効果をあげていると乙ろもあり 、既存の施設でも工

夫すればこれらの設備が可能と考えられる と乙ろから一考を期待したいと乙ろである。

さらには、近年の科学技術の進展iζ伴い、新聞、テ レビをはじめ ニューメディ アと呼ば
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れる情報通信媒体の発達は著しく 、人びとの生活を大きく変えようとしている。公民館が

保有する視聴覚室等は、単IC映画を写す場としてだけではなく、 コン ピュータ 一等も導入

した学習情報室、学習情報処理(収集、分析、提供)家としても機能するよう整備される

べきである。

しかしながら現実は、公民館の実態調査の中で公民館職員は 「施設 ・設備の不備」を

33.7 %が公民館がかかえる課題や問題点として指摘しており 、乙 の乙とは公民館施設が住

民の学習要求IC必ずしも合致しなかったり 、最近の公民館利用者の僧加に対し、施設の狭

あいさや、それからくる新しい事業実施上の困難性等を公民館職員自身が痛切に感じてい

る乙とを意味していると考えられる。

そのような中にあって、最近では大型化、デラックス化した公民館も増加傾向にあり 、

市町村における住民の学習の拠点施設として位置づけられてきた点では高く評価できるが、

大型化、デラソクス化したがゆえに、管理強化が厳しく 、かえって住民が利用しにくい状

況もでてきており 、本来的 lζ 公民館がもっ役割、機能等を見直し、住民が日常生活におい

て必要に応じて、いつでも、だれでも自由に活用できる公民館づくりを行う乙とが大切で

ある。

③生涯教育を推進する公民館事業の整備を図る

社会教育における事業は、社会教育法の中でも明らかなように、主として社会教育の中

心施設である公民館で実施する乙とになっており 、それが効果的に推進されるためには、

当然公民館施設や人的体制jが整備されている乙とが前提である。その上、社会教育の事業

活動を行うための経費が十分lζ確保されている ζ とが必要である。

しかしながら、社会教育行政の予算、とりわけ社会教育の事業費は、法や条例等の中で

支出を義務づけられた経費が少なく、また 、今日の行政における財政事情の悪化と相まっ

て、年々厳しい状況下に追い込まれてきているといえる。

そのような中にあって、今日の社会の変化に対応する教育のあり方として、新たに生涯

教育の必要性が強く叫ばれてきており 、その推進の中心として社会教育へ寄せられる期待

はますます高まってきている。

それだけに、社会教育行政における予算の確保は、乙れからの社会教育の振興のみなら

ず生涯教育推進にとって、極めて重要な意味をもつものであり 、そのために社会教育行政

担当者は、予算確保のために最大の努力をする必要がある。

特iζ 、社会教育事業を実施する公民館関係職員は、単iζ従来までの事業を踏襲して実施

するだけでなく 、事業全体を見直し、長期的展望にたった体系化された公民館事業の総合

的計画の策定を行い、それを基本とした個々の事業の教育効果、予算の効果等を明確にし
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ていくととが必要である。

さらには、社会教育の本来の姿は、住民自らの自発的な学習や文化・スポ ーツ活動lζ葦

盤を置くものであるというま本的立場にたって、公民館で実施する事業の中で、民間団体

やグループ ・サーク Jレにまかせられるものは思い切ってまかせたり 、また、個人にのみ還

元する内容の事業については、受益者負担の原則を導入するなどして、住民の自発性を高

める方策を検討していく乙とも必要である。

また、一方では、公民館が地域住民のための学習拠点と位置づくためにも、公民館が他

の行政機関や教育機関、団体等との連携 ・協力を推進する拠点として機能し、事業の展開

を図っていく施策等も併せて考えていく乙とが大切である。

(2) 他の教育機関・施級相互の連携・協力を推進する核として

① 自治 (町内)公民館の活性化と連機 ・協力を推進する

住民が日常的 !C学習を行うためには、何よりも身近かに学習する機会や場が存在するこ

さが必要である。その意味から町内会単位等で設置されている自治(町内)公民館の存在

をみのがすわけにはいかないだろう。

県内の公立公民館の 8割がその対象区域に自治(町内)公民館を持っており 、しかも

相互に何らかの関係を持っているという調査結果である 。また、市町村によっては、乙れ

らを分館的存在として位置づけその関係を強化しているところもある。

また、乙れら自治(町内)公民館iζは運営委員会等が設置され、自主的に種々の事業が

展開されており 、一部の地区によっては公立公民館に匹敵するような事業を展開している

自治(町内)公民館もあるが、大部分の自治(町内)公民館は運営のあり方や望ましい事

業計画について模策の状態にあるといえる。

この乙とは、自治(町内)公民館が地域住民の自主性iζ基づき建設され、運営されてい

るものであり 、公立公民館に比べ、人的、物的、財政的にも厳しい状況にあるだけに仕方

のない面もあるが、生涯教育推進が叫ばれている今日、地域住民にとって身近かな学習施

設としてとらえるならば、今後公立公民館は自治(町内)公民館との連携を深め、協力、

援助する方向で自治(町内)公民館活性化の方向を真剣 iζ考えていくべきである。

しかし、あくまでも自治(町内)公民館は町内住民の共同の施設であり 、住民の参加と

協力により自主的iζ運営される。いわば住民自治の場である。乙乙では住民の自主的発想

によって身近かな日常生活上の学習や地域課題解決のための活動が展開されるべきもので

あり 、乙れらの活動は尊重されなければならない。そのためには、公立公民館は自治(町

内)公民館を一方的な下請け機関とするのではなく 、あくまでも地域における生涯教育推

－ 44 －



進の場として位置づけをする必要がある 。

さらに、今後は自治(町内)公民館活動の活性化を図るため fC、公立公民館との連携を

密にし、財政的援助だけでなく、求めに応じて積極的に住民のための学習機会の提供や学

習情報 ・資料等の提供等の援助をすべきである。また、公立公民館が中心になって市町村

内の自治(町内)公民館の連絡会を組織し、自治(町内)公民館相互の情報交換や連携を

図ったり、研修の機会を設ける乙とも併せて考えていく乙とが大切である。

②他の教育機関・施股相互の連携・協力を推進する

公民館が今後地域の生涯教育推進の中心施設として、他の教育機関・施設相互の教育事

業と連換 ・協力を図る機能を持つ必要があるととは、すでに前章で述べたとおりである。

最近では 、公民館や社会教育関係機関だけでなく 、他の行政部局やそ ζ で設置された機

関や施設などでも、住民を対象とする学習機会の鍵供が広く行われるようになってきてお

り、地域によってはむしろ乙れらの機関・施設が行う学習機会提供事業の方が多いと乙ろ

さえでできている。

住民の立場から考えると、乙れらの学習機会提供事業の実施主体がどとであろうと、そ

れは一向にかまわないわけであって、むしろその機会・学習プログラム、運営が学習者に

とって適切であればよいのである。

しかしながら、現実には、一住民が学習要求を持っても、いつ、ど乙で、どのような学

習提供事業が行われ、どのような手続きが必要かなどの学習情報は必らずしも住民fC周知

されていないのである。

そのためにも、公民館が中心になって学習提供事業を行っている機関、施設、民間団体

等と連絡を密iζ し、それらが行 う学習提供事業について日常的iζ学習情報と して提供でき

るシステムを確立しておくことが大切である。生涯教育を推進していくための拠点として

の公民館の機能として、乙れらの学習機会提供事業の連絡調整や学習相談 fC応じられる乙

とは乙れからの公民館の新たな機能として不可欠といえる分野である。

本県では、現在のところ公民館はその機能をすて分lζ 整えていないし、さらに公民館と他

の機関 ・施設との連携も必ず しも十分とはいえない状況にあるといえる 。

当面は、公民館が主体となって管内の他の教育機関 ・施設等の定例的な連絡会を発足さ

せるなどして、相互の連携 ・協力体制づくりに着手するととが必要だろう 。そのととが他

との事業提携、情報提供、人材交流、学習教材・教具の貸借、施設の貸借等の相互協力の

足がかりとなるものであり、地域における教育機関としての公民館の位置づけが確立され

てくるのである。

また、その連携・協力の範囲は単独の市町村のみならず他の自治体、さらに県の機関・
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施設へと拡げていくことが大切である。

2. 生涯教育を推進する公民館の管理・運営方針の確立のために

(1 ) 公民館の主体性を確立する

第H章で述べたとおり、調査結果によれば、教育委員会と公民館の聞に予算 ・職員 ・事

業の面での区別が明確になっていない市町村が多く 、その関係は「混然一体となって判然

としない」と答えた公民館が70%ある乙とが明らかになった。もちろん、乙の数値は、市

町村の予算規模や職員体制等の条件が深くかかわっているととが考えられるだけに、一概

IC乙の乙とだけで市町村の社会教育行政や公民館活動の評価を行う乙とは早計であろうし、

また、乙の乙とは、社会教育法第 5条(市町村教育委員会の事務)と第22条(公民館の事

業)の関係として、過去において種々討議されてきた分野でもあり 、結論が出しにくい面

もある 。

しかし、基本的には、住民を直倭対象とする事業は教育機関である公民館が担当し、そ

のための条件整備は教育委員会が行うといった役割分担を明確にする乙とが望ましい姿だ

と考える。そうする乙とにより、地域における住民の学習機関としての公民館の主体制が

確立される乙とになり、乙れからの生涯教育を推進していく拠点としての役割が発揮され

る。しかしながら、さらに調査結果を見ると、公民館が行った事業に対し、館長lζ決裁権

及び予算執行の権限が与えられているのは30%しかなく、乙のことも公民館の主体性を考

えた場合、現実には、大きな課題にあるといわざるを得ない。

また、職員にしても、社会教育行政と公民館職員を兼務している場合が多い乙とも 、公

民館の主体制を阻害する原因となっているともいえる。乙れらの課題を早急に解決するこ

とは困難が予想されるが、公民館IL主体性を持たせ、その活動の振興を図るためには、何

よりも生涯教育時代における公民館の役割について、公民館職員自身が十分認識する乙と

が肝要であり 、また、行政部局や地域住民への周知徹底を図る乙とも生涯教育推進の拠点

となる公民館の確立に屈めて重要な要素となるものである。

(2) 地繊住民の公民館利用を促進する

公民館がいくら学管機会を提供、援助しようとしても、住民の参加及び利用がなければ

その存在意義はないに等しい。地域住民の学習星雲加及び利用の促進を図るため、地域の実

態ICJlIlして、公民館の管理 ・運営方針を確立する必要がある 。

乙の ζ とについて、 「生涯教育時代に即応した公民館のあり方J (昭和59・3全国公民

館連合会第 5次専門委員会答申)は「類似施設や法人立の公民館といわれるものを除き 、
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既存の公民館のうち圧倒的多数を占める公立の公民館は、21世紀を目ざす生涯教育の重要

な機関として、それI[ふさわしい管理 ・運営をしなければならない。公立公民館は、特iζ

関係法令や条例 ・規則によって制約を受けるが、そのもとにおいても日常の運営に工夫を

こらし、住民に活用されるものにしなければならない」と述べている。

こ乙でも強調されているように、これからの公民館は、生涯教育を推進する視点から住

民本位にその管理 ・運営を見直 したり 、工夫をするよう求められているのである。

しかし、県内の実態をみると 、例えば日曜日を休館日としている公民館がtもあり、

利用者にとって非常に不便な状況にある。 乙のことは第H章で問題点として指摘している

とおりである。その背景には職員の勤務条件や財政上の問題等が考えられるが、公民館の

管理 ・運営は住民の利用 IL供されるべきものであるという設置目的からすると 、考慮され

る重要な課題といえる。

また、最近県内でも財政事情等の理由 tとより、職員を減員 したり、公民館の管理、運営

をすべて第 3セクタ 一等iζ委託する動きもある。乙の乙とは、地域住民の学習活動を啓発

し、援助するという公的教育機関としての公民館の機能の低下をきたす乙とになるといえ

る。

その他iζも、公民館の管理、運営上の問題は数多くあるが、いずれにしても市町村の社

会教育行政施策に照らし検討が望まれると乙ろである。その際、公民館は地域における生

涯教育推進の中心となるべき機関であり 、さらに新しい地域社会の形成を図る拠点、即ち

コミュ ニティづくりの実践拠点を目指している乙とを忘れてはならない.

(3) 個人学習に対応できる公民館の管理・ 運営方法を考える

公民館が多くの住民I[積極的に活用され、 しかも効果的に活用されるためには単K大型

化 ・デラ yクス化した公民館を建設すればよいというのではなく、公民館の施設・設備の

内容の充実とその機能を高めることが必要である 。社会教育法にみられる社会教育の定義

では、 r.……主として青少年及び成人に対して行われる組織的な教育活動という 」とあ

り、従来は団体 ・グル ープ ・サークルの利用を想定した公民館づくりであったが、社会の

変化とともに住民の個人個人の学習要求は高度化、多様化してきており 、そのためlζ は個

人学習にも対応できる公民館の管理・運営が求められているのである。その第 1は、何と

いっても個人の学習要求 IL応えられる学習機会や学習内容が用意されておく乙とであり 、

第 2は、個人が必要とする学習情報が適切に提供できるよう整備され、提供される乙とで

ある 。第 3は、個人の学習相談に応じられる職員が配置されている乙とであろう。さらに

欲を言 うならば、第 4I亡、第 lから第 3のととを実現するに必要な施設 ・設備が整えられ
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ているととである。もちろん、乙のととは集団学習への対応も可能である乙とを意味して

いることは言 うまでもない。しかし 、財政事情の悪化や職員体制の不備の中で、乙れら全

てを要求することは困難も予想されるが、可能なととろから手がけ、望ましい方向へ転換

していく乙とが必要である。例えば、公民館図書室には単IC関覧サービスだけでなく、学

習情報センターとして、また学習相談センターとしての機能をもたせ、図書司書や図書担

当者IC学習相談員としての専門性を持たせたり 、展示室iζ 学習相談コ ーナーを設けたり、

また視聴覚室を利用して、身近で行われている学習活動の紹介を視覚に訴えるなど、既

存のものでも工夫すれば改善していくことが可能だと考える。そのための前提条件として、

日頃から、①人びとが気軽に立ち寄れる雰囲気をつくるため、人びとが自由に歓談したり、

お茶が欽めたり、新聞・雑誌が読めたりする場を整備しておく乙と。②施設・設備の個人

利用を認めるとと。③人びとの期待する学習情報が整備され、自由 IL手IL入れられる乙と 。

④展示室 ・ロビー等が人びとに開放され、人びと の創作発表等IC供される乙となどを考え

ておく乙とが大切である。

(4) 公民館運営審機会の活性化を図る

公民館運営審議会設置の主旨は広く地域住民の意見を聞き、公民館の管理・運営に反映

させることにある。言い換えれば公民館が地域住民に聞かれた施設になるかどうかは、公

民館運営審議会の働きにかかっているといっても過言ではない。

しかし、本県の実態は公民館運営審議会そのものを設置していない公民館が18%もあり、

また、設置している公民館でも、会議の開催をみると年間 2回以下が55%という現状であ

る。乙の乙とからすると、本県の公民館運営審議会の機能が生かされているとは言い難く、

その形骸化が指摘されると乙ろである。

公民館運営審議会の活性化のためには、基本的には本当 iζ民意が反映される組織になっ

ているかどうかにある。特に公民館が住民に開かれたものになるためには、 1号委員(学

校の長)、 3号委員(学識経験者)はともかく、 2号委員(団体機関の代表)の選出 IC十

分に配慮し、その比率が高まる方策を検討すべきである。また、会議の回数や内容につい

ても、地域の実態や、住民の学習ニーズ等を考慮し、あくまでも民意反映という視点IC立

って決定していくべきである。

特Iζ今後は生涯教育を推進する拠点であるという視点から、生涯教育という新しい概念

について理解してもらうとともに、主体者となれる公民館の管理・運営のあり方について

委員の意見を聞く ζ とが大切である。

そのためには、委員相互の研修はもちろん他の研修会等への委員の参加及び公民館利用
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者との交流会の実施等が必要である 。

3.生涯教育を推進する事業を展開するために

(1 ) 学級 .a座のあり方を見直す

学級及び講座の開設は公民館が行う事業の大き な柱の一つである乙とは言うまでもない。

特に、管内 f[他の教育機関、施設の少ない農村部においては、住民の学習の場や機会とし

ての学級・講座は不可欠である 。

しかしながら、県内の実態をみるとその開設数や学習内容は必らずしも十分とは言えず

多加者も固定化傾向がみられ問題点として指摘されていると乙ろである 。

また、学習内容は総じて、趣味やレクリエーション的なものが多くを占めており 、個人

の欲求の充足だけに とどまっている乙とも問題である 。

最近では、民間のカ ルチャーセ ンタ ーや企業、団体、さらには他の公的機関 ・施設が開

設する各種の教育 ・文化・スポーツに関する教室や生活技術講座等が増える傾向にある。

特に現段階で乙の傾向は都市都において顕著であるが、都市化現象とともに次第f[農村部

へ浸透してきており、今後一層その広がりは増して くると考えられる.

従来の公民館が行う学級・講座のあり 方が問われ出したのもそのためである。もちろん

公民館における学級 ・講座は、 公民館がもっ大きな機能であり 、そ の充実を図る乙とは言

うまでもないが、問題はその方法、内容である。

外部講師を招へいして講義を聞くだけの学級 ・講座では、多様化、 高度化した人びとの

学習要求を充足させる乙とは困難であろうし、また学習内容にしても画一化されたものだ

けでは不十分である 。さらに、身近かな民間企業や団体で行われている学習内容と同じ場

合は、公民館としてあえて競合してまで実施する必要もなく、地域の実態を十分考慮しな

がら学級 ・講座の内容を決定すべきである。

乙のような意味から、乙れからの公民館は 、公的教育機関として実施しなければならな

い学級 ・講座が何かを十分考え、その内容 ・方法を検討していく必要がある。そしてその

成果が、個人の欲求の充足とともに地犠lζ還元されるような工夫がぜひ必要である。

今後は特iζ 、地域の人びと の生活課題や地域課題lζ結びついた学習内容を吟味し 、所期

の目的にあったプログ ラム化が必要であろう。そのためには、地域の特性をつかみ、何が

課題なのかを把握し、その解決にむかつて公民館は何をしなければならないのか、さら f[

何ができるかを検討し 、それを具体的 f[学級 ・講座の学習内容として取り入れていくべき

である。
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(2) 個人学習の機会・場を拡充する

59年 3月の福岡県社会教育委員の会議の建議は 「学習の機会と場の拡充Jの中で、 「社

会教育における学習の形態には、人びとが図書、放送などの学習媒体や図書館、博物館な

どの資料を活用して進める個人学習と、学級・講座や講習会などのように復数の人びとが

集まって学習する集合学習とがある。 ζ れまで、ややもすると社会教育の学習の機会と場

は、公民館が行う学級・講座や社会教育関係団体が行う活動に比重をおいてきたきらいが

ある。今後は、それらの拡充を図るとともに、人びとの多様な生活実態と学習要求の多様

化、高度化lζ対応した学習の機会と場の拡充が図られなければならない」としている。

とのことは、従来公民館は集団学習形態を中心にとりくんできたが、今日のように、人

びとの学習要求が多様化、高度化してくると、これらの要求の一つひとつに応えることは

不可能であり 、さ らに、集合学習とともに個人学習の必要性も高まってきており、改めて

公民館 ICおける学習形態を見直すことを求めたものといえる。

本県では、個人学習者に対する公民館の対応はまだまだ十分とはいえない。それは、公

民館の個人利用者の調査結果をみても明らかで、年聞を通して1.000人未満の利用者しか

ない公民館が32%、まったく個人利用者がない公民館が31%といった状況にある。

しかしながら、今後は個人の学習要求の高まりが予想されるだけに、組織化された団体

やサークル等だけを公民館利用者の対象とするのではなく、個人の学習要求に応えられる

公民館の体制の整備が必要である。

とはいっても、公民館が個人のすべての学習要求に直接応えることは、現段階での人的、

物的体制の中ではとても期待できない状況である。そ乙で、個人の学習要求iζ公民館が直

接応えられない分野については、公民館が他の機関 ・施設及び団体等が行う学習事業やそ

の他催し物等について十分な情報を集収し、その情報を提供する総合案内窓口としての機

能を備えておくことが必要である。

(3) 学習情報提供・学習相談事業を拡充する

公民館が地域の身近な学習情報センタ ーとして地域住民の学習要求に応えるため !Cは、

日頃から住民の必要に応じて適切に提供できる学習情報を整備し、いつでも 、誰でも活用

できる体制が確立され、しかもそれが地繊住民lζ周知されておく必要がある。

乙の乙とは、今後の公民館にとって非常に重要な課題である。

そ乙で、公民館はいかなる学習資料や情報を収集し、整理し、提供できるようになれば

よいのだろうか。

公民館で収集 ・提供する資料として、社会教育概論 (湯上二郎編著 ・日常出版)の中で
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は、

① 人びとの文化活動圏内の公的な社会教育事業

② 図書館 ・博物館・青少年教育施設 ・婦人教育施設 ・視聴覚センタ ー・ 文化施設 ・体

育施設 ・福祉施設等の所在、特色、事業

③ 大学 ・専修(各種)学校 ・高等学校等の公開事業

④ 社会教育関係団体、文化・体育 ・福祉団体等の所在や活動 ・事業状況

⑤ 放送局 ・新聞社 ・デパートそ の他民間団体 ・機関の社会教育 ・文化事業

⑥ 学習課題別の講師 ・指導者 ・ボラ ンティア等の人材

⑦ 印刷資料・音声資料・映像資料等の学習資料(印刷資料では行政機関や教育機関が

発行した社会教育関係の事業報告書、統計書、調査研究報告書、答申、建議、家庭教

育、青少年教育等のための刊行物、学習や研修のために作成した教材 ・テキ スト類、

学習記録 ・文集など)

と述べており、さらに、乙のほかに地域の実態に即して収集することが望まれる資料が

あるとしている。

また、住民館における新しい事業の開発J(文部時報第 1264号57・9、福岡教育大学三

浦清一郎)の中では、「公民を育成する見地から、地域社会に関する、 (1)経済情報、 (2)政治・

行政情報、(3)集団活動を促進 ・助長させ、市民IC参加交流を呼びかける社会情報、(4)教育

や文化等学習や鑑賞や創作についての情報、(5)余暇情報などの草の根情報が提供される必

要がある。 Jと述べている。

乙のととからもわかるように、今、公民館として収集、整理し、提供しなければならな

い学習情報は多岐にわたっており、その量も膨大である。乙れらの情報を可能なかぎり収

集に努める乙とが大切なことは言うまでもないが、当面は自分の公民館にとって、現在ど

の学習資料 ・情報が必要かを選択するとともに、収集できないものについては、ど ζ に聞

けばその情報があるのかという情報源情報の収集に努めるととが大切である。

というものの、一公民館が多くの しかも広域的な学習資料 ・情報を収集することは非常

に困難を伴うものであり、その効率からも得策ではないといえる。学習資料や情報の内容

によっては県段階で行うとか、共同収集し一定の場IC保管して置くなどして、必要lζ応じ

て市町村に提供するといったネッ トワー クを確立するととも併せて考えてい く必要がある 。

その意味からも、本県で昨年 4月オープンした県立の公民館ともいうべき社会教育総合

セン ターの機能の 1つにあげられてい る情報提供、学習相談事業の充実は、今後市町村IC

対する情報提供活動の中核になるものとして期待がもてるものである。

もちろん、地域の身近な情報を収集・提供するために、公民館が地域内の関係機関・施
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設及び団体相互の情報収集・提供システムを確立し、その中心機関とならなければならな

い乙とは言うまでもない乙とである。

また、いくら学習資料や情報を収集しでもそれが整理され、効果的に活用されなければ

何もならない乙とであり、収集された学習資料や情報を地域住民に適宜知らせるととも K、

公民館に行けばあらゆる学習資料や情報が入手でき、また入手できなくてもその所在がわ

かるといった公民館の機能の充実が大切である。

公民館が行う情報提供の効果的な媒体として「公民館報」等が考えられるが、その内容、

発行回数、配布対象等を再度見直すとともに、公民館利用者等を通して常に公民館がもっ

学習資料や情報について PRしていく乙とが大切である。

さら I[、具体的な学習内容、方法の相談I[応じるため、学習相談員の設置や電話相談体

制の確立も今後の大きな課題である。

(4) コミュニティづくりのための事業を推進する

このことについて、県社会教育委員の会議は今後の課題として、

「地域づくりのための社会教育活動は、これまで公民館の活動や団体、グループなどの活

動を中心として進められてきたが、今後は、地域のすべての人々が相互に交流を深めそれ

ぞれの立場から積極的に参加し、自らの地域は自ら守り育てるものとして展開されなけれ

ばならない。」と述べ、さらに 「乙 のような地域活動を促進するために社会教育行政にお

いては、ふるさとの将来を考える住民シンポジウムの開催、郷土に伝わる生活文化の学習

会、あるいは地域ぐるみで行う奉仕活動や生産活動などを通して、人びとの自治意識を高

め、地域連帯意識の啓培を図り、新しい地域社会の創造![資するための事業を積極的に実

施する必要がある。 」と指摘している。乙の乙とからしても、事業実施主体である公民館

にコミュニティづくりのための施策の展開が期待されているのである。

特tζ 、今後公民館は コミュニティ活動を推進する上で、次のことに取り組みたいもので

ある。

① 地繊の学習グループ、団体を育成、援助するとともに連携を図ること

地域では、数多くの自主グループ ・サー クル及び各種団体が教育・文化 ・スポ ーツ活動

等を展開しており 、今後とも乙れらは一層増加することが予想されている。乙れらの活動

は人びとの自治意識の高錫や連得意識の啓培、地域の民主性や連帯性を図る上で重要な役

割を果たしているものであり 、大いに奨励されるべきである。公民館は乙れらの活動を援

助するため、リーダーの養成や情報、資料の提供、学習相談などに積極的iζ応ずるととも

に日頃からグループ・サ ークJレ・団体等の名称、ゃ連絡先及び活動内容等を把握して、いつ
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でも連絡がとれるパイプを通しておくべきである。

本県の調査では、公民館と社会教育関係団体との関係は非常に密であることが明らかに

なったが、乙れに反して、自主グループ・サークルの実態については意外に把握されてい

ない状況である 。乙れからの公民館としては、乙れら自主グループ等の実態についても情

報を入手し 、その活動内容や加入方法等について住民に知らせるとともに、その代表者の

連絡会等の場を設置するなどして学習活動を結ぶ機会を与えるなどの手だてを考えていく

ととが大切である 。

② コミュヱティ指導者の発堀と活用

地域ICはすぐれた経験や能力を持つ人、さらに地績のために何か役iζ立ち たいという人

が多くいると考えられる。公民館が乙れらの人びとを掘り起とし、コミュニティ 活動の

指導者として活用していくことはコミュニティづくりを推進していく公民館の機能とし

て見直さなければならない分野である。県内でも宗像市の「市民学習ネ y トワ ーク事業J

tζ代表されるように、人材活用と学習活動を結ぶといった事業がいくつかの市町村で試み

られている。これらの試みは、単に現在社会教育行政体制jの貧弱さをボランティアで補う

といった発想ではなく、社会教育の本来の姿である人びとの相互学習や地域活性化のため

に必要な事業であると受けとめ、これからの社会教育推進の中で大いに奨励されるべきで

ある。

人びとのこうした自主的な社会参加活動乙そコミュ ニティづくりにとって重要なので

あり、公民館として積極的 IC取り組む必要がある。

③ コミュエティ活動推進のためのプログラムを創造し、実践すること

今後、活力 lζ満ちたコミュニティづくりを推進していくためには、何といっても人び

とが相互に交流を深め、 1人ひとりが個人として、また、団体やグループ活動を通して地

域課題解決のための学習や活動に積極的 IC参加していく乙とが大切であり 、 しかもその成

果が地域社会の発展のために生かされる必要がある。

乙のととについて、 「公民館における新しい事業の開発J (文部時報第 1264号57・9

福岡教育大学三浦清一郎)の中では 『公民を育成する』という視点から「公民館は意図的

・計画的 iζ 地域の問題を掘りお乙し、それを地域の人々の手をかりながら教育的 ・社会的

に解決してい乙うとするコミュニティープログラムの創造を必要としている。」と述べ、

さらに「公民館のコミュニティープログラムは大人が地域のために貢献するプログラムで

ある。」と強調している。

現在、公民館は地域住民の交流 と連得を図るため数多くの事業を実施 しているが、その

内容をみると、体育事業(体育祭 ・ソフトボーノレ・バレーボ ール大会等)や文化事業(文
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化祭 ・文化講演会等)が主流になっている。もちろん、事業それ自体には大きな意味があ

り、今後も奨励される必要があるが、要はその事業を実施するまでの過程をもっと重視す

べきであろう。即ち 、企画段階から住民の参加を積極的にすすめたり 、当日の運営を行政

や公民館職員が行うのではなく住民の手で行うなどの方法を考え、その中で、意図的、計

画的 IC地域課題の掘り起乙しゃ解決の糸口を見い 出す手だてを考えるべきである。乙 の実

践はすでに試みられている市町村もあるが今後一層強調される必要がある 。

乙の乙とから、地績の問題に大人をどうかかわらせ、参加させていくか、また、そのた

めの場 ・機会をどう創りあげるかについて検討していく必要がある。そのために公民館は

地域住民の意識や生活上の課題を的確につかみそれを学習課題として堀り起乙し 、さらに

その解決のための実践活動へと展開する方向で新しいコミュニティづくりのためのプログ

ラムを創造するべきである。
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福岡 県公 民館の歩み

(この資料一て臥過去の開・文献等から調査し、集録したも吋。)

犯織もれ、観配等があれば、県公連事務局までお知らせください。 I
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福岡県公民館大会年表

大会 日 時 開 催 地 大 会 主 題 全体討議テーマ

第 1思 昭和四年 1月 県社会教育会館

第 2固 昭和29年4月 八幡市

第 3固 昭和四年11月 筑民締館官二日市町中央公 射殺法5周年、育振法 1周年を記念し公民館・青年学級の 公民館の振興はいかにある
19日-20日

重要生f!.諸活問自題立運を研動究の討促議進をし、期具す体。策を探り、既に展開して
べきか「社会教育の反省と

いる 将来一

第4回 昭和30年11月 大牟田市中央公民館 戦徹生活後底的1自0年立な運間研究動の公協の推民議進館を活行を動期いを、す反具。.~備い句醐困策難をな樹諸立晶閣すについて
最に浮振財興政す下るのか公民館をし、か

21日-22日 ると共に

第 5回 昭和31年10月 飯縁市中央公民館
公の動振民の興館促事進を社業を会の期効教す率育。化機関・総と合し化て棚・大衆強化化をし、は勤か労り、青新少三生時活運育

公民館の現状は乙のままで
25日 よいか

第 6回 昭和32年10月 豊前市八屋中学校 地強方化財し政、の特窮IC迫分咽館施I村設合の併整の備なとか活で動、の公活開発化官のを組は織か運る営。を 新推生進活方策運動にの反省と今後の
19日 ついて

第7回 昭和制年11月 福岡市中央公民館 社む時教法代施IC行即応10周す年る公を民記念館し、公り民方館と振10興年方の策歩みを顧み新 し 公ら民の館公民10年館の歩みとEれか
21日-22日 のあ の研究

第 8回 昭和田年10月 大川市市民会館 公民館運営の科学化・技の術とす化を促進Eし設、備地基成準の社に即会教して育、セ
地lしE績推て進公の社民す会館る教のた育整め備セにンターと3日- 4日 ンターにふさわしいも るためi を計画的

当面する問題の研究 はどうし
たらよいか

第 9回 昭和部年6月 直方市公会堂 地域社会の文化センターとして住民の実生活lζ即する社会 地域の社会教育を総合的に
3日-4日 教り育方のの総研合究自強進に寄与する公民館活動と経営の新しい在 擁護するにはどうしたらよ

いか

第10回 昭和釘年5月 行橋市行者骨j、学校 楽しく学び、豊かな暮しと文化をつくるために公民館はど 青少年カ嘆しく学び健やか
13日-14日 うしたらよいか K成長するために公民館は

どうしたらよいか

第11固 昭和甜年5月 北九州市戸畑区文化ホ 住みよい地域社会ICf豊かな生活文化をつくろう 新活文し化い地の域向上社会発展の建IC設資すと生る
25日-26日 ール

ためには公民館はいかにあ
るべきか

第12回 昭和39年6月51月 福岡市市民会館 ひと民り館ひとりのう生し活たをよくし、豊かな市民性を育てるため 公民民性館のへ向上の期を待中，ーむとくに市
31日~日 に公 はど らよいか としてー

第13回 昭和胡年5月 筑後市市民会館 変の公貌民す館る社の役会割Kおける住民の社会教育活動を振興するため 地域住民の生活文化を高め
23日-24日 るために果すべき公民館の

役創は何か

第14回 昭和41年5月 田川市体育館 住民の創湖号生活の確立をめざす自主的な学習活動を育て 住民の創崩性活の確立の
24日-25日 ょう ためにゆ科会テーマ)

第15固 昭和42年5月 豊前市市民会館 割今と日そのの生活ためをのみ施つ設め設、備明の日充の実生活と配を置築のくための公民館の役 地方自治と住民の学習
14日-15日 あり方 a念講演)

第16図 昭和43年5月 北九州市八幡市民会館 公民館の近代化と新しい活動の課題を求めて 社の会課生題活(記の都官溺市隊化員)と公民館
却日~却日

第17固 昭和岨年6月51月 太女宰子短府大T九州学掴福岡
31日~日

急波り激形方成なと社役の会割た構め造の住の変民化の教に対育機処関し得とる人間づくりと新しい地しての公民館E漸しいあ
Eれ方から役の新割し記い公念開講勝官の
ありと ( 

第18回 昭和岨年5月 久留米市市民会館 未来をひらくための学習と公民館のあり方を考えよう 公民館の亙想と現実
26日-27日

第19回 昭和46年s月 飯線市文化セYター
住すし、民め職よの員学う体習制にをと整た備えしら、れ市る民た社め会の公を育民て館のる施た設め設の教備育を充をす実

岐路にたっ70年代の選択
25日-26日 (.，>[l念'講潟

第20回 昭和47年7月 行橋市市民会館
住役た民割めののを考公日常民え的館、活学ま動習た要新の求あしiいりE応地方を統じ考る社公会え民る(館コ体ミ制ュのニ確テ立ィと)今形目成的の

明G日Eを念創講演る公)民館の新路線
6日- 7日

第21回 昭和岨年5月 福ホ岡ー市ル立少年文化会館 生活に狼ざす公民館活動の創造と前進
生求の活役K割lEE根た(えγ ざす住民の教育要30日 るための公ム民)組

γポジウ
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大会 日 時 開催地 大 会 主 題 構 成 全 体 討 議 テ ー マ

第22回 昭和49年6月6日 (}¥女布) 魅力ある公民館の創造と前進 実践発表 住民にとって公民館とは何か

市町村会館 対面討議

全体討議

第23固 昭和田年6月 1日 直方市民会館 豊かな地成づくりをめざす公民館 γンポジウム コミュニティの形成と公民館

の役割 講 演 己れからの公開官経営

第24回 昭和51年 6月3日 豊前市民会館 住民の生活を高めるための公民館 パネノレ討議 住民の求めに応ずる公贈賄業の

事業のあり方を考えよう
あり方

講 演
住民の生活を高めるための公民館

事業

第25回 昭和田年9月22日 北九州市 住民の学習要求に応えるための公 分科会 (9)

小倉南市民センター 民館のあり方を考える 講 演 乙れからの社会教育

第26回 昭和53年 7月5日 太宰府勤労者 地獄住民の学習要求IC応えるため 分科会(帥

体育センタ ー の具体的な公民館のあり方を考え 講 演 地成と社会教育

る

第27回 昭和同年7月3日 大川市文化セY ター 多様化する地続住民の学習要求に 分科会 (8)

応えるための公民館のあり方を考 講 演 地域が育てる児童文化

える

第28回 昭和田年6月12日 中間体育文化セYタ 地峨住民の実際生活に即した公民 パネノレ討議 地域住民の実際生活IC即した公民

館の在り方について 館の在り方について

講 演

第29回 昭和田年6月初日 行橋市民会館 公民館地喋たすべき今日的意義と グノポカム(3)

役割を考える 講 演 青少年をとりまく諸問題に対処す

る社会教育

第30図 昭和田年6月9日 北九州市 住民が主体となる公民館の在り方 分科会 (8)

小倉市民会館 を考える 講 演 住民カ注体となる公開官の在り方

を考える

Js31回 昭和田年8月9日 福岡県立福岡勤労青 「住民の実際生活に即した公民館 分科会(噛

少年文化セγター
の役割と機能を考えるJ 講 演 明代の青少年問題を考える」

一今、公民館は地線住民とともに 一思いやりのある社会づくりの

何をしなければならないか ためにー

第32回 昭和田年6月22日 甘木文化会館 生涯教育の視点に立った公民館経 ，{ネノレ討議(3)

営の在り方を考える 分科会 (2)

講 演 ニューメディ7時代を考える

第33固 昭和曲年6月13日 飯塚文化セYター 生涯教育推進の拠点になる公民館 分科会(司

のあり方を考える 講 演 生涯教育の推進と公民館の役割l

第34回 昭和61年 s月加日 豊前市体育館 生涯学習を推進する公民館の役割 分科会(7)

-機能を考える 講 演 生涯学習と民草
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地区別公民館職員研修会

年度 地区数 地区名・開催地(期日) 年度 地区数 地区名・開催地(期日)

44 
(44年度より実施)

54 
筑豊地区中間市 (2/26)

地区別公民館研修(11月) 京築地区豊前市 01/27)

福岡地 区前 原町 (2/24) 福岡市日田市 (2/19-2 /20) 
45 4 筑後地 区 久 留 米 市 (1/21) 55 6 北九州市小倉北区 (1/29)

筑豊 地区直方市 (2/10) 福岡地区大野城市 (1/23)
京築地区行橋市 (12/3) 筑後地区大和町 (3/3)

筑豊地区田川市 (2/24)
福岡地 区玄 海町 (2/29) 京築地区苅田町 (2/13)

46 3 筑畳 地区芦屋町 (3/6)
京築地区豊前市 (11/17) 福 岡 市 武 雄 市 (2/16-2 /17) 

56 6 北九州市戸畑区 (1/28)
福岡地 区 筑 紫 野 市 (2/20) 福岡地区志免町 (2/24)

47 5 北九州地区 北九州市 (2/16) 筑後地区大牟田市 (3/2)
筑後地 区 久 留 米 市 (2/20) 筑豊地区飯塚市 (2/24)
筑豊 地区悶川市 (3/6) 京築地区惟悶町 (2/24)
京築地 区豊 津町 (11/30)

福岡市下関市 (2/7-2/8)
福岡市 (3/12) 57 6 北九州市戸畑区 (3/10)

48 6 福岡地 区 (3/24) 福岡地区二丈町 (2/17)
北九州市 (2/27) 筑後地区浮羽町 (2/23)
筑豊地 区 (2/6) 筑豊地区鞍手町 (2/24)
筑後地区 (3/2ω 京築地区行橋市 (1/25)
京 築地区 (11パ30)

福岡市志賀島 (2/8-2/9)
福岡地区二丈町 00/4) 58 7 北九州市北九州ハイツ

49 5 北九州地区 北九州市 (1/24) (3/1-3/2・3/8-3・9)
筑後地区久留米市 (2/13) 福 岡地区福間町 (2/9)
筑豊地区直方市 (3/7) 筑豊地区田 川市 (2/20
京築地区行橋市 (2/17) 北筑後地区1筑 後市 (2/15) 

南筑後地区
福岡 地区宗像町 00/28) 北九州地区遠賀町 (2/17)

50 5 北九州地区 北九州市 (3/:幻・ 3/30) 京築地区豊前市 (2/24)
筑後地区久留米市 (3/12)
筑豊地区水巻町 (3/9) 福岡市玄海町 (2/7-2/8)
京築地 区豊 前市 α1/27) 59 7 北九州市小倉北区(11/29-11/30)

福岡地区筑紫野市 (2/14)
福岡地区太宰府町 01/9) 筑 豊地区筑穂町 (2/15)

51 5 北九州地区北九州市 0/26・2/9) 北筑後地区、}久留米市 (2/15) 
筑後地区三瀦町 (1/18) 南筑後地区
筑豊地区赤池町 (11/30) 北九州地区直方市 (2/26)
京築地区苅田町 (11/30) 京築 地区豊 津市 (2/22)

福岡地区新宮町 (12/16) 福岡市福岡市 α2/2-12/3)
52 5 北九州市戸畑区 (2/14・2/18) 60 7 北九州市小倉北区 (2/4・2/18)

筑後地区久留米市 (1/18) 福岡地区古賀町 (2/13)
筑豊地区頴田町 α2/1) 筑豊地区田川市 (2/25)
京築地区吉富町 (11/24) 北後筑地区】}瀬高町 (2/17)

南筑後地区
福 岡市山鹿市 (3/24-3/25) 北九州地区中間市 (1/22)

53 6 北九州市戸畑区 0/23・1/30) 京 築地区椎閏町 (2/5)
福岡地区志摩町 (11/2)
筑後地区大木町 (2/28) 福岡市篠栗町 (2/4-2/5)
筑豊地区若宮町 (3/8) 61 7 北九州市小倉北区 (3/3・3/4)
京築地区行橋市 02/1) 福 岡地区前原町 (2/1ω

筑 豊地区穂波町 (2/25)
福岡市佐賀県 (2/18-2 /19) 北筑後地区1.=輸町 (2/16) 

M 6 北九州市戸畑区 (2/22) 南筑後地区一
福岡地区福間町 00/26) 北九州地区鞍手町 (2/4)
筑後地区大刀洗町 (3/5) 京築 地 区 行 橋 市 (2/18)
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公民館職員県外研修

年 度 研 修 地 人員 備 考

39 
(39年度よ り実施) 3 名 公民館職員等県外研修派遣
兵庫県西宮市・鳥取県倉吉市 (40. 2) 

40 
大阪府貝塚市 ・大分県朝北町 3 公民館職員等県外研修派遣
兵庫県尼崎市 ・宮崎市 (41. 2) 

41 大阪府
公民館職員等県外研修派遣
(42. 2) 

42 国立社会教育研修所 2 公民館職員県外派遣
(42. 9) 

43 国立社会教育研修所
県外研修派遣 (43.6) 

3 県外研修派遣(43. 10 ) 

44 国立社会教育研修所 4 公民館主事の県外派遣
( 44. 10 ) 

45 国立社会教育研修所
公民館主事県外研修派遣
(45. 6. 11 -24 ) 

46 国立社会教育研修所
公民館主事県外研修派遣
(46. 9. 22 -10. 6) 

47 ~ 
48 ~ 
49 ~ 
5.0 レ/

、 ./'・，

レ/
51 ~ 
52 ~ 
53 レ/
54 岐阜県・岡山県 ・鹿児島県 6 公民館職員園内研修

(54. 11. 26 -30) 

55 一重県 ・愛媛県・ 宮崎県 7 公民館職員圏内研修
( 55. 12. 2 - 6) 

56 長野県松川町 5 公民館職員圏内研修
(56.11.30 -12. 4) 

57 静岡県清水市 5 公民館職員国内研修
( 57. 12. 6 -10 ) 

58 石川県鶴来町 5 公民館職員国内研修
(58.11. 28 -12. 2) 

59 兵庫県 躍西宮石市市 5 公民館職員圏内研修

磨町 ( 59. 11. 13 -17 ) 

60 奈良県 5 公民館職員圏内研修
(60.11. 26 -30) 

61 愛知県 飛豊橋市 5 公民館職員圏内研修
島村 ( 61. 10. 28 -31 ) 
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県内公民館設置数(年次男1])

年度
本 館

分 館 計
類似施設

中央館 地 区館 (自治 ・町内公民館)

23 238 

24 

25 250 

26 260 

27 

28 361 

29 本館 233 校区 217 分館 2，735 

30 本 館(中央館・地区館) 234 分館(校区・部落) 2，733 

31 本館 178 支館 237 分館 3，323 (公立 2，229 類似施設 1，864) 

32 本館 146 支館 233 分館 1，130 

33 本館 183 支館 182 分館 3， 120 (類似施設を含む)

34 本館 239 支館 106 分館 1， 483 類似分館 2，421 

35 111 160 278 

36 105 177 278 

37 101 180 281 

38 102 183 285 3.992 

39 102 183 300 4，007 

40 102 196 298 

41 95 198 293 

42 97 192 289 

43 99 191 290 

44 99 194 293 

45 79 208 287 

46 75⑧ 167 @ 0内数は不具備施設数で外数

47 85 204 289 

48 90 209 299 

49 94 208 302 

50 94 233 327 

51 93 220 313 

52 94 228 322 

53 98 250 348 

54 98 250 348 

55 98 250 348 

56 92 264 356 3，863 

57 92 264 356 

58 103 271 6 380 

59 102 285 9 396 

60 104 287 10 401 

61 104 296 10 410 4.050 

－ 60 －



文部大臣表彰の推移

年度 市郡名 公 民 館 名

23 浮 羽 郡 水縄村公民館。亮田主丸町)

24 嘉 穂 郡 庄内村公民館(現庄内町)

25 鞍 手 郡 宮田町公民館

26 朝 倉 郡 甘木町公民館(現甘木市)

27 田 )11 郡 方城村公民館〔現方城町)

28 八 幡 市 八憾市公民館(現北九州市八幡区)

29 築 上 郡 友枝村公民館(現大平村)

30 戸 畑 市 戸畑市中央公民館(現北九州市戸畑区)

31 瀦 郡 ニ瀦町公民館

32 嘉 穂 郡 穂波町公民館

33 糸 島 郡 志摩村公民館(現志摩町)

34 該当なし

35 該当なし

36 築 上 郡 吉富町公民館

37 該当なし

38 朝 倉 郡 杷木町公民館

39 嘉 穂 郡 碓井町公民館

40 北九州市 黒崎公民館

41 該当なし

42 該当なし

43 田 ) 11 市 田川市中央公民館

44 筑 後 市 筑後市中央公民館

45 回 )11 郡 添田町中央公民館

46 該当なし

47 大野城市 大野城市中央公民館

48 該当なし

49 北九州市 大蔵公民館

50 ;¥ 女 市 八女市中央公民館

51 信n金て. 像 郡 宗像町中央公民館(現宗像市)

52 該当なし

53 該当なし

54 久留米市 久留米市中央公民館

55 該当なし

56 北九州市 小倉北中央公民館

57 該当なし

58 北九州市 白銀公民館

59 北九州市 香月公民館

60 該当なし

61 該当なし
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県公連歴代会長 ・副会長名簿

年度 役 職 氏 名 年度 役 職 氏 名 年 度 役 職 氏 名

25 会 長 斉藤仙太郎 会 長 鑓水速太 会 長 鑓 水 速 太

副会長 石井哲夫 副会長 坂田亀次郎
62 

副会長 原因 昇

26 副会長 林 克馬 50 副会長 許斐重陵 副 会長 西尾隆広

27 会 長 吉田 繁 副会長 岩下光弘 副会 長 波 田 誠 次

副会長 石井哲夫 会 長 鑓 水速 太

28 副 会 長 林 克馬 副会長 坂田亀次郎

繁
51 

会 長 吉田 副会長 井原信一

29 副 会 長 吉村 一夫 副会長 測 上雄 幸

副 会 長 平田糸次郎 会 長 鑓水 速太

30 会 長 守田 道隆 副会長 坂田亀次郎
52 

副 会 長 森 武雄 副会長 弁 原 信 一

37 副会長 柿原種雄 副会長 坂田不二夫

会 長 守国道隆 会 長 鑓水 速太

38 品IJ会長 森 武雄 53 副会長 坂田亀次郎

副 会 長 ニ輪修平 副会長 中尾荘兵衛

39 会 長 守国道隆 会 長 鑓水速太

副 会 長 久原忠夫 54 副会長 坂田亀次郎

40 副 会 長 =輸修平 副 会 長 中尾荘兵衛

41 会 長 守国道隆 会 長 鑓 水 速 太

副 会 長 春永 字 55 副会長 奴回亀次郎

42 副 会 長 亀谷長栄 副 会 長 岡崎隆三

43 会 長 守田道隆 会 長 鑓水 速太

副 会 長 野原正彦 副会長 岡崎隆三

44 副会長 亀谷長栄
56 

副会長 井 上 定 之

会 長 守国 道隆 副会長 原因 昇

45 副 会 長 野原正彦 会 長 鑓水 速太

副会長 坂田亀次郎 副会長 弁 上 定 之

会 長
57 

昇青山 了 副会長 原因

46 副 会 長 野原正彦 副会長 山中 募

副会長 坂田亀次郎 会 長 鑓水 速太

会 長 青山 了
58 

副会長 井 上 定 之47 
副 会 長 坂田亀次郎 60 副会長 原因 昇

48 副 会 長 副会長 中村寿太郎

会 長 鑓水速太 会 長 鑓水速太

49 副 会 長 坂田亀次郎 61 副会長 原因 昇

副会長 許斐重隆 副会長 西 尾隆 広

副会長 藤 園雄

－ 62 －








